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第１回定例会議事日程（第３号） 

 

第１ 一般質問 

  竹之内 勉君 

   １．ゴミの減量・リサイクルの取組について 

    （１）環境センターは長寿命化により令和21年度まで稼働予定であるが、広域での取組

をどの様なスケジュールで考えているか。 

    （２）焼却ゴミの中の生ゴミの取り扱いについて伺う。 

    （３）リユース・リサイクルなどの資源循環に取り組む自治体も増えてきた。本市も更

なるリサイクルやＣＯ₂削減に取り組む考えはないか。 

   ２．新造船就航を機に更なる甑島島民との交流について 

    （１）航路利用の促進と、島民との交流促進をどの様にマッチングさせるか。 

    （２）待合所の有効活用ができないか。 

  西田憲智君 

   １．ＤＸ推進による職員（教職員）の働き方改革等について 

    （１）定員管理とＩＣＴを活用した事務事業の作業工程や所要時間の短縮など、現状の

評価と今後の展開について伺う。 

    （２）庁内・学校におけるクラウドの活用について、効率的な業務改善につなげるため、

促進していく考えはないか伺う。 

    （３）本市の公式ＬＩＮＥの「ＬＩＮＥチャット」を活用して、受付業務や相談対応を

充実していく考えはないか伺う。 

    （４）職員（教職員）の人財育成の考え方と特性に応じた職員の適正配置についての考

えを伺う。 

    （５）事務事業の委託推進による民間委託や民営化についての考え方と今後の取組につ

いて伺う。 

    （６）かごしま連携中枢都市圏（いちき串木野市・鹿児島市・日置市・姶良市）との広

域連携の拡充について伺う。 

    （７）地域における公民館の回覧資料の周知や公金の納入等について、ＤＸ化を推進す

る考えはないか伺う。 

  田中和矢君 

   １．浜町通り「アーケード」撤去について 

     戦後の最盛期には、生産者の直売所と約80店舗がひしめきあう賑わいのある市場だっ

た。アーケードが設置され40年以上経過し、老朽化による危険性、見た目の悪さ、台風

時の飛来物による近隣住宅へのリスクが懸念される。「浜町市場通り協同組合」の所有

物であり、本来は会員の負担で撤去すべきであるが、現実的に無理である。市・県・国

等の補助制度を利用して撤去する方法はないか伺う。 

   ２．小・中学校の「土曜授業」について 

     九州では唯一、鹿児島県だけが毎月第２土曜日の授業が行われている。全国の実施率

は小学校11.3％、中学校11.9％。現場の先生方の８割が「やらなくてよい」である。文

部科学省は「教育長の判断で土曜授業を実施できる」としている。本市はどのような考

え、方針のもと実施しているか伺う。 

   ３．部活動の保護者負担金の補助について 

     部活動の地域移行導入により指導者への謝礼・運営費等で保護者の負担が増える可能

性がある。家庭の経済格差が「体験格差」に繋がらぬように市からの全額補助が必要だ

と考えるがいかがか。 
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   ４．中学新一年生の制服購入費の全額補助について 

     令和８年４月から、中学校の統廃合が実施される。これを機会に、中学新一年生の制

服購入費を全額補助できないか伺う。 

  吉留良三君 

   １．地方創生と若者・女性に選ばれるまちづくりについて 

     「地方創生10年」の反省を踏まえ、「若者・女性に選ばれる地方を創る」施策の充実

が求められている。 

    （１）本市のこれまで10年の地方創生の取組成果と課題はどう考えるか。 

    （２）自治体の雇用改善に取り組む必要があると考えるが、会計年度任用職員の制度見直

しは考えていないか。必要かつ重要な職種においては、会計年度職員から正規雇用

とし、安定的な市民サービスを提供するために見直すべきではないか。 

    （３）若者・女性に選ばれるための施策を更に強化し、人口減少、Ｕターン推進に取り組む

べきではないか。 

   ２．学校運営について 

    （１）不登校の背景の要因の一つとして発達特性や発達障害などがある。いじめの対象に

もなる懸念があると思うが、どのような対応をしているか。 

    （２）今後、小学校の統廃合の議論が進められると思うが、小規模校には小規模校の良

さがあり、郊外の地域では小規模でも良いので小学校を残してほしいとの声が多く

ある。この小学校統廃合について、現段階での市長の考えを伺う。 

   ３．学校跡地の有効活用と地域活性化について 

     これまで様々な取組みを試みてきたが、思うような成果が出ていない状況のようであ

る。先進地に学び、地域との連携を深め、知恵を絞り、住民とともに新たな視点で考え

ていく必要がある。 

    （１）冠岳小学校跡地の利活用の現状と地域の声、市長の考えを問う。 

    （２）今後、中学校再編に伴う閉校が３校（生冠中・羽島中・串木野西中）あるが、跡

地活用についての考えや地域からの要望や提案はどのようか。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第３号（３月６日）（木曜） 

 

 出席議員  １５名 

     １番  田 畑 和 彦 君       ９番  大六野 一 美 君 

     ２番  西 田 憲 智 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ３番  高 木 章 次 君      １１番  東   育 代 君 

     ４番  江 口 祥 子 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ５番  吉 留 良 三 君      １３番  下迫田 良 信 君 

     ６番  松 崎 幹 夫 君      １４番  原 口 政 敏 君 

     ７番  田 中 和 矢 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  （欠員）           １６番  中 里 純 人 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   ０名 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  石 元 謙 吾 君   主       査  神 薗 敦 子 君 

補       佐  岩 下 敬 史 君   主       査  福 谷 和 也 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  中 屋 謙 治 君   教 育 総 務 課 長  吉 永 康 彦 君 

副   市   長  出 水 喜三彦 君   消   防   長  下 池 裕 美 君 

教   育   長  相 良 一 洋 君   市 民 生 活 課 長  西久保 敏 彦 君 

総 務 課 長  岡 田 錦 也 君   水 産 商 工 課 長  福 山 昌 浩 君 

企 画 政 策 課 長  山 﨑 達 治 君   学 校 教 育 課 長  西 村 喜 一 君 

財 政 課 長  長 畑 正 博 君   まちづくり防災課長  宮 持 大 作 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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令和７年３月６日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（中里純人君） これから、本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（中里純人君） 日程第１、一般質問を行い

ます。 

 これより、通告順により、順次質問を許します。 

 まず、竹之内勉議員の発言を許します。 

   ［12番竹之内 勉君登壇］ 

○12番（竹之内 勉君） おはようございます。 

 私は、さきに通告いたしました２件について質問

をいたします。 

 まず、ごみの減量・リサイクルについてでありま

す。 

 大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動及び

生活様式を見直し、環境への負荷の少ない循環型社

会形成のため、令和４年７月に分別収集計画第10期

が策定されました。 

 また、本市の環境センターは、平成11年８月、地

域の皆様の御理解をいただき、２年の工期を経て、

建設費40億6,455万円、焼却１日50トン、リサイク

ルプラザ１日12トンの処理能力で供用開始となりま

した。以来、修理を重ねながらも、市民の福祉、安

心・安全に大きく寄与してまいりました。今後、長

寿命化を図りながら、令和21年まで稼働可能として

おります。供用開始40年であります。 

 一方、新しい最終処分場も、地域の皆様の御理解

をいただき、平成30年３月、建設費28億1,517万円、

工期３年２か月で供用開始となりました。埋立て期

間15年の計画であります。聞きますと、担当の係の

努力もあって、計画よりも、埋立て期間が延びると

のことを聞いているところです。令和17～18年ぐら

いまでなのでしょうか。 

 このようにごみ処理の施設、場所の選定から供用

開始までは相当の時間と建設費がかかります。さら

にごみ処理の広域化の流れの中で、令和21年をめど

とすれば、もうそろそろ広域化の議論を始める時期

に来ているのではないかと思いますが、どのように

お考えか、お伺いをいたします。以上、壇上からの

質問を終わります。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） おはようございます。 

 竹之内勉議員の御質問にお答えをいたします。 

 一般廃棄物は日常生活で発生する市民生活と直接

結びついたものであり、この処理を行う環境センタ

ーは、市民の快適な生活を守るためには不可欠な施

設であります。 

 現在、環境センターは供用開始から25年が経過し

老朽化が進んでいることから、施設の延命化整備を

進めているところであります。この整備と年次的な

定期整備を続け、令和21年度までを稼働目標として

計画しております。 

 令和21年度以降の施設の在り方につきましては、

人口減少など地域状況をはじめ、国の広域化の推進

による補助制度の見直しなど、こういったことを勘

案いたしますと、単独処理を継続していくことは困

難であろう、このように考え、広域化処理を念頭に、

次の施設の検討を進めていきたいと考えております。 

 広域化の検討にあたっては、県が示しております

ごみ処理広域化・集約化計画、これに基づいて検討

することとし、この計画の中では、本市のブロック

割りは鹿児島地区に割り当てられておりますが、北

薩地区に入る可能性についても言及され、考慮され

た計画となっております。 

 これらの計画を基に、まずは候補となる近隣市町

村の施設状況について情報収集いたしますとともに、

既に広域処理を実施している自治体の施設の整備方

法、処理方式、広域処理における費用など、こうい

ったものを調査し、検討を進めてまいりたいと思い

ます。 

 なお、稼働目標となります令和21年、そのおおよ

そ10年前となる令和11年度までには、次の施設の整

備方針について決めておく必要があるのではないか、

このように考えております。 

○12番（竹之内 勉君） ですよね、令和11年まで

には方針を決めておくと、当然だと思います。 
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 これも相手もあることで、慎重な検討が必要です。 

 必要だし、また、国の方針もまだ厳しくなるのか、

もうちょっと経過を見らないかん部分もあるんだろ

うと思います。また、建設費も相当かかるんだろう

し、そういうことも含めて、じっくりと検討をして

いただければと思います。 

 そこで、焼却ごみの中の生ごみの取扱いについて

であります。 

 令和５年度の可燃ごみの中で粗大可燃を除いた可

燃ごみが7,044トン。この中の生ごみは、この7,044

トン中の、中の生ごみは何トンで、そのうち７割が

リサイクルできたと仮定した場合に、経費はどのく

らいの削減になるのか。また、ＣＯ₂に換算した場

合、何トン削減になるのか。あわせて、先ほど言い

ました、この削減を10年間続けられた場合、最終処

分場への延命効果はどのくらいになるのか。 

 仮定のお話で恐縮ですが、御答弁をお願いいたし

ます。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 環境センターで

焼却する可燃ごみは、年４回のごみ質分析調査を実

施しております。 

 令和５年度の分析結果では、食品残渣などの生ご

みの組成割合は約9.9％であり、重量で約777トンで

あります。 

 これら生ごみのうち７割、約544トンをリサイク

ル処理したと想定すると、その削減効果は、処理費

用で約370万円、ＣＯ₂削減量1,279トン、10年間の

最終処分場の延命効果は約６か月と見込まれるとこ

ろであります。 

○12番（竹之内 勉君） ６か月。10年間続けて、

生ごみだけにしたときに。それなりに、燃やす経費

もかかるということで、ＣＯ₂もそれなりに削減は

できるということ。 

 次に、生ごみの堆肥化についてであります。日置

市は全国から視察の方が訪れられるということで、

私も昨年日置市にお伺いしました。 

 行ってみて分かったのは、ある一人の職員の方の

熱い、熱い思いでこの事業がスタートした、原点が

そこにあったということを教えていただきました。 

 その方は当初からこの生ごみの問題についてとか、

平成19年頃から何とかせないかんという思いで、上

司にもいろいろ相談をされたそうであります。 

 相談が行って、やっとモニター50件から平成24年

にスタートされましたけれども、25年、なかなかモ

ニターが増えない。３年目、26年に上司の方から

「おまえに100万やっで、こいで結果が出らんとき

ゃもうこいは終わりやっど」と言われたそうであり

ます。 

 その方、何とかせないかんという思いで、業者の、

リサイクル業者の社長さんやら、いろいろ御相談さ

れて、その意気に業者の方も感じられたんだと思い

ます。その１年間、回収は無料でしてあげますよと

いうことで取組がスタート、26年にされました。

100件からスタートできたそうです。 

 そのことがニュース、新聞等に取り上げられて、

そして次の年は100件が3,392件、爆発的に増えて、

そしていただいた資料では、令和５年で１万4,339

世帯、982トンの生ごみの回収に至ったということ

でございます。 

 職員の方が冗談めいて言われたんですが、新聞の

記事にも載っておりましたけれど、焼却灰の処理費

など、ごみを燃やすほど金がかかる。この様子を毎

日見ている自分は毎日１万円札を燃やしているよう

なもんだといったコメントも載っておりました。 

 いろいろ費用対効果の面もあろうかと思いますが、

うちもこの生ごみの処理についても、もうちょっと

踏み込んだ研究をしてもいいのではないかなと思い

ますが、その点について市長の御所見をお伺いしま

す。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 廃棄物を有効に

活用する再資源化の取組も進んでいるところであり

ます。焼却量を減らすことは、環境負荷の軽減につ

ながるところであります。 

 本市が生ごみリサイクル処理を実施する場合の試

算では、容器等の購入に係る初期費用で約3,800万

円。収集運搬を含む処理費用に年間約4,200万円で

あり、多額の経費を必要と要し、先ほど申し上げた

とおり、生ごみリサイクル処理を実施した場合の削

減額が、約370万円と予測されることから、費用対

効果において、現時点での導入は難しいと考えてお
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ります。 

 そのため、ごみ発生量の抑制として、食べずに廃

棄される食品ロスの削減や生ごみの水切りなど、家

庭で今すぐにできる行動についての周知・広報に努

めてまいります。 

 なお、次の施設の在り方を検討する際は、全ての

廃棄物の処理方法について、あらゆる可能性を検討

する必要があると考えております。 

○12番（竹之内 勉君） 費用対効果、導入はなか

なか難しいということでの御答弁でありましたが、

私があえて日置市のお話をしましたのは、この日置

市の上司の方も当初はそういう判断だったそうであ

ります。しかし、この職員の方が、どうやったら分

かってもらえるかということで、費用対効果につい

て詳しく調べて、いろいろ上司に相談されたという

経過もございました。そういうことで、日置市は、

効果があるということで導入に踏み切っているんで

す。 

 今費用対効果で言われましたけれども、もうちょ

っと、いきなり壁をつくるのではなくて、実際やっ

ているわけだから、もっとヒントがあるのではない

かなと私は思うんですけれども、もう頭で費用対効

果、課長がどういう資料に基づいてされたか分かり

ませんけれども、実際やっている自治体があるわけ

です、効果があるということで。 

 その辺りについては、どうお考えですか。 

○市長（中屋謙治君） 担当課長のほうから費用対

効果、本市の試算を申し上げたところでありますが、

確かに地球環境、あるいは温暖化防止、そういった

観点からしますというと、大きな効果はあると思う

んです。 

 そして、壇上から申し上げましたように、令和11

年度までには次の施設方針を考えなければいけない。 

 そういう中で、例えば県内でいきますというと、

大崎町は、焼却炉のない町、ごみを燃やさない町と

いう、これができれば、もう最高の形なんだろうな

ということであります。 

 そうした中で、今、本市の生ごみだけを取り上げ

ましたけれども、リサイクル、あるいはこの生ごみ

についての再処理の在り方、あるいは再利用の在り

方という、ここら辺は、次の施設在り方を研究する

までには、広く情報収集しながら、そして今御提言

ありましたように、本市が試算しました費用対効果

でいきますというと、10倍ほど、収集経費は節減効

果の10倍かかるという、こういう資料になっており

ますので、もう少し精査する中で、先ほど大崎町の

例も申し上げましたが、こういうところを含めなが

ら、次の施設、令和11年度ということでありますの

で、広く情報収集する中で検討する必要があると、

このように考えております。 

○12番（竹之内 勉君） ぜひ、生ごみだけ取り上

げて言いましたけれど、あと可燃ごみも、分別収集

をもっと徹底していけば、燃やすごみも減るわけで

す。 

 そういう部分で、今市長答弁いただきましたけれ

ども、ぜひこの機会に、21年、令和21年ということ

であと14年ぐらいありますから、どうやったらこう

いうごみの処理がスムーズにいくか、ぜひ検討をし

ていただきたいと思います。 

 そして日置市は生ごみも、市長も御存じかと思い

ますけれど、たるで回収されるんです。そして住民

の方からの、よかったという声、分別収集の意識も

高まったんですけれど、たるで回収するおかげでカ

ラスが来ない。あせくる小動物も来ない。その分は

非常によかったというお声をお聞きいたしました。 

 そういう形もありますので、ぜひ日置方式がいい

のか、検討の中でいちき串木野方式というものが編

み出せるのか、ぜひ検討をしていただきたいと思い

ます。 

 それでは、次に、リユース・リサイクルの強化に

ついてです。 

 リユース・リサイクルなど、自然環境型の取組と

して、民間企業と循環型社会の推進に関する連携協

定ということを締結して、資源循環サービスのＰＡ

ＳＳＴＯを活用する取組が近隣市でももう始まって

おります。 

 リサイクル率を上げる意味でもこれはいい取組だ

と思うんですが、これも導入してみたらと思います

が、御所見をお伺いします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 他の自治体では、
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民間企業と連携して、古着や雑貨などを回収するサ

ービス、ＰＡＳＳＴＯを導入しているところも増え

てきているようであります。 

 近隣で導入されている自治体の状況は、庁舎内や

支所、交流センターなどに、対象物の回収ボックス

が設置されております。利用できる時間が、設置場

所の開場時間のみとしていることから、回収量は多

くないようであります。 

 ＰＡＳＳＴＯの導入については、先行する他の自

治体から情報の収集を行い、詳細を確認し、検討を

進めてまいります。 

○12番（竹之内 勉君） 何かな、課長、答弁、マ

イナスの面から入っていく、答弁が。開館時間の間

だけだから回収量が少ないようですという答弁でし

たけれど、逆から見ると、その時間帯だけでもそれ

だけ、燃やすものに移っていたのが集まったという

捉え方をすると、それは効果があったという捉え方

で、ポジティブに行きましょうや。そういう捉え方

をすれば、だから近隣市が導入をしているわけです。 

 自分なんかもごみの回収のときにほかの人たちの

袋もよく見ますが、古着も入っています、燃えるご

みに。ああいうのを見ると、やっぱりそういう取組

があれば、わざわざリサイクルショップまで持って

いかんですもんね。だから交流センターあたりに一

個そういうのがあったりとかすれば、ＳＤＧｓじゃ

ないですけれど、市民の方も意識が上がると思うん

です。 

 ぜひそういう意味で、前向きな方向で、ぜひ取り

組んでいただきたいと思います。 

 それで、先ほど市長もおっしゃられましたが、全

国でもリサイクルの高い大崎町、令和４年で84％。

志布志市、これが76％、これ両自治体とも焼却施設

ないんですよ。それで回していっている。 

 今、県の平均が20％行っているんですかね。そう

いう視点から見ても、驚くべき数字だと思うんです

が、本市のさらなる、このリサイクルアップ、ＣＯ

₂削減について、もっと進んだ取組をできないか、

お尋ねをいたします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 本市の資源物回

収では、分別される12品目を収集しております。全

ての廃棄物を対象に、環境センターでは、さらに32

品目に再分別し、有価物となるものは全てリサイク

ル処理しております。 

 令和５年度においては、アルミ、鉄、ペットボト

ル、紙類などを約1,300万円で売却しております。 

 再資源化の取組では、令和７年度から試行的に、

洋服などの古布類やバケツなどの単一素材のプラス

チック製品の一部を環境センター内で分別し、リサ

イクル処理する計画であります。 

 今後のさらなる再資源化については、既存施設の

規模が限界であることから、大がかりなリサイクル

処理は困難でありますが、民間事業者との連携など

も含め、既存施設で取り組めるリサイクルについて

情報収集に努めてまいります。 

○12番（竹之内 勉君） 行政としての取組という

ことで今課長から答弁いただきましたが、大崎町、

志布志市と、27品目、24品目の分別を市民の方、町

民の方にお願いをして、それでごみ行政が回ってお

ります。 

 ですから、どうしてもセンター内の人員だけにか

けてしまうと、負担も限界もあろうかと思うんで、

市民の皆さんに対するこのリサイクルへの対する啓

発、今のこの12品目の分別が導入された折、まだ合

併前でしたけれども、焼却処理場が出来上がった後

でしたので、私も言われました。「何のため焼却場

をつくったのか、家の水道で容器を洗い、そういう

分別をせないかんのか」というお叱りをたくさんい

ただきましたけれども、実際していただいて、そし

て分別の意識が高まって、今市民の皆さん、分別は

当たり前の感覚になっておろうかと思います。 

 ここをもうちょっと進めて、市民の方の協力を得

ると。大崎町、志布志市は市民の方の御理解をいた

だいていると理解をしております。そういう取組も

必要じゃないかなと思います。 

 市長も言われましたけれど、今焼却場ありきで議

論をしていますけれど、令和21年、22年が2040年、

あと15年、社人研の人口推計でいくと、もう２万人

切ってしまうんです。切らないように今一生懸命頑

張っていますけれど、2025年の今の数字も、やはり

社人研のその数字に乗っかっている。 
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 人口は減っていく。市長の答弁もありましたけれ

ど、本当に焼却場、日置市が入っている、なんさつ

ＥＣＯの杜が178億円です、今で。あと15年先、ど

れだけの費用がかかるんだろうか、どれだけの広域

の話になるんだろうか、ということを思うと、むし

ろかじを、焼却場のないまちづくりのほうにかじを

切ることも一つの案ではないのかなあと。 

 いろいろ自分も調べる中で、このごみ焼却場の問

題については、そういうことを感じるんですが、そ

の辺りに、さっきも市長答弁ありましたけれど、再

度その辺りについてもう一度御答弁いただければと

思います。 

○市長（中屋謙治君） 令和11年までには次の方針

を決めなければ、広域化ということで申し上げまし

たけれども、大崎町の例。町民の皆さん方の理解、

協力というのがもう、これが一番の決め手だという

話は聞いております。極端な話、あめ玉の包み紙す

ら再資源化に回すんだという、そこまでやはり町民

の皆さん方の意識が徹底するという、このことが大

事だ、決め手だという、こういうお話を聞いており

ます。 

 理想的には、申し上げておりますように、これだ

けやはり地球環境が厳しくなってくる中で、今、エ

ネルギーの問題があります。これも再エネのほうに

切り替えていきましょうという、こういう中で、足

元のこのごみの焼却、これをやはり燃やさなければ

いけないのかと。ある町は、燃えるごみ袋ではなく

て、燃やすしかないごみ袋という、何かそういう表

現でもって市民皆さん方の意識をば高めつつあると

いう、こういう話も聞いております。 

 そういうことで、先ほど古着のＰＡＳＳＴＯの話

をいたしました。今、他市の事例見ますというと、

どうしてもやはりぬれたり汚れたりという、こうい

うことでもって、建屋の中に置かなければいけない

と、こういうことで制約がある。 

 今町なかにあちこち段ボール紙類24時間、かなり

利用があるようであります。ああいう形が理想的だ

なという思いもしながら、次の施設までには広い観

点で、先ほどおっしゃいましたように、焼却施設あ

りきではなくて、一番望ましい形は、ごみを燃やさ

ない。そのためには再資源化というのがもう一番で

しょうから、そういうことを含めながら、残された

時間、そう多くはないんでしょうけれども、情報収

集しながら取り組んでいきたいと思っております。 

○12番（竹之内 勉君） ぜひそういう方向で、い

ろいろ検討したけれども、こういう結果だと市民の

皆さんの理解もいただけるような方向に持っていっ

ていただきたいと思います。 

 15年先といったら私ももう、計算すると後期高齢

に入ります。そういう先のことを今決めんといかん

という本当大きな責任はあろうかと思いますけれど

も、これも市長をやった責任として、いろいろ協議

の上、結論を出していただければと思います。 

 それでは、次に入ります。新造船関係です。 

 ちょっと文章をいろいろこう私書いたんだけれど

も、昨日のフェリーこしきの最後の出航を見送った、

もうあそこの場面が何をか言わんやですよね。もう

涙ぐんでいくし、多分、島出身の方なんだろうと思

うんですけれど、ああ、やっぱりこれは、この航路

というのは大事な航路だよね、島民の皆さんとの深

いつながりだよねと。原稿に120年の歴史を超える

とか何とか書いたんですけれど、もう百聞は一見に

しかずでした、昨日の様子を見たら。 

 今回この新造船の就航にあたり、担当課もいろい

ろと就航記念航路活性化のための事業も計画をして

おりますが、私はあえてこのマッチングという表現

で航路活用を、島民の方との交流活動を、マッチン

グという形で申し上げました。 

 どのようにお考えなのか、期待も込めて結構です

ので、お伺いをいたします。 

○市長（中屋謙治君） 昨日、いよいよフェリーニ

ューこしき、最後の就航ということで多くの方に見

送っていただいて、今おっしゃいますような、私自

身も胸の詰まるような思いがしたところでありまし

た。 

 甑島航路、明治44年という記録があるようでござ

います。串木野甑島航路が開設をされたと。 

 そういうことで100年を超える長い歴史、この甑

島航路、以前は阿久根航路、それから川内航路、串

木野航路、この三つがあったのが集約されて、最終
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的に串木野航路になったんだという。現状高速船は

川内航路に就航しておりますけれども、そういう歴

史のある、島民にとっては買物であったり病院であ

ったり、そういういわゆる生活の足になっていると

いう、こういうことであると思います。 

 一方、本市におきましても、経済活動等々含めて

つながりの深い、そういう大事な航路であると認識

いたしております。 

 この航路を守らんがためにということで、あえて

申し上げますというと、航路活性化事業として、市

民向けのツアーの割引事業とかフェリードックが入

ったときには、傭船代の補助とか、こういうものを

いたしております。 

 そして、フェリーに乗るときにちょうどお昼前で

すけれども、買物しようにもお弁当も何もないとい

う、こういうことがありましたので、市内の飲食店

の皆さん方に御相談する中で、今フェリーターミナ

ルのほうでお弁当販売もしていただいております。 

 さらには子どもたちの交流ということで、アドベ

ンチャーｉｎこしきという、それから剣道スポーツ

少年団、こういう皆さん方も交流事業をされてきて

おります。 

 このようなことで、これまでの長い歴史の中で、

甑島と本市との交流というのは結ばれてきたわけで

あります。 

 今年度の７年度予算におきましても、これから御

審議いただくわけでありますが、フェリーを利用し

た日帰り往復運賃に対する割引料ですとか、自動車

航送運賃、それから、同乗者運賃に対する補助金、

こういったものも、７年度予算に計上して、航路活

性化図っていく、このようなことで計画をいたして

おります。 

 私は、本市の甑島航路、経済的な部分でもって、

これまで長い付き合いがあって、つながりがあって

ということでありますけれども、逆から見ますとい

うと、甑島島民の皆さん方から見るというと、本市

は、フェリーに関しては唯一の本土側の港でありま

す。地域であります。 

 それを考えますというと、合併で、地理的にはと

いうか、行政区域としては、薩摩川内市甑島であり

ますけれども、フェリーを利用される島民の皆さん

方からするというと、いちき串木野市甑島、それぐ

らいの感覚で、我々とすれば、何が必要なんだろう、

どういう取組が必要なんだろうかと。 

 こういうことが求められるのではないのかな、そ

ういう思いで、皆さん方の、島民の皆さん方に寄り

添った考え方、意見、要望、こういうものを踏まえ

ながら、当然行政区域、薩摩川内市でありますので、

薩摩川内市とも連携とりながら、そして関係機関と

も関係団体とも連携とりながら、何が必要なんだろ

う。どういうことが求められているんだろうかと。

これについては、しっかりと検討しなければ、これ

が本土側の責任ではないのかなと、このように思っ

ております。 

○12番（竹之内 勉君） 市長。島民の方が、今の

市長の答弁を聞けば、わっぜ喜びやっですよ。「あ、

そこずい、いちき串木野の市長は思うてくれちょや

っとね」ということで、あとはどう具体化をしてい

くかということになろうかと思います。 

 私１月末に甑島に行きまして、島民の方七、八名

の方とお話しする機会がございました。１時間半ほ

ど、いろいろお話をしていただいたんですが、二つ

だけ印象深く残ったのは、島民の方はいまだに、フ

ェリー航路がいつなくならせんどかいということの、

不安を常に持っているというお話がございました。 

 それともう一つ、もう合併してから長くたつんで

すが、いまだに、串木野は甑を捨てたと言われる方

がたまにいらっしゃるというお話を、集まった方で

はないですよ、そういう話を聞くと。 

 これ裏を返すと、やっぱり先ほど市長も言われま

したけれど、この航路の長い歴史、昨日のあの見送

りの様子、こと等々を思うときに、このやっぱり歴

史の深さ、島民と市民の交流の深さなんだろうと思

うことでした。 

 市長もおっしゃるとおり行政区が違いますので、

できる範囲はいろいろあろうかと思うんですが、島

民との交流ということで私も五つの視点でちょっと

考えてみました。できるできないは別ですよ。 

 交流、一つが交流イベントということで、お互い

の特産品等の物販マルシェを定期的に開催できない
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か。あるいは、先ほどスポーツ少年団の話もされま

したが、スポーツやアウトドアなんかのイベント。 

 二つ目が地元体験メニューを盛り込んだ体験ツア

ー。もうこれ今実際やっていますから、これをもっ

と充実できないか。 

 三つ目に、地域経済との交流。商工会議所の方に

お尋ねしましたら、もう最近、前までは会議所と向

こうの商工会と交流があったそうですが、今はもう

ないという状況もありますので、この辺りをもう１

回掘り起こせるようなことはできないのかというこ

と。 

 四つ目に教育文化の交流はできないかということ

で、小・中学校の交流、あるいはお互いの文化祭

等々に呼び合って郷土芸能の発表会とか、何かそう

いう形での交流はできないか。 

 五つ目に、もう今、若い人にとってはもう特にそ

うですが、このＳＮＳを使った島民同士の交流。今、

ハッシュタグを使ったキャンペーンなんかもあるよ

うですけれども、こういうので何かできないか。 

 とまあ、いろいろない頭をひねって考えてみたん

ですけれども、もっとほかにも違った視点での交流

の在り方というのはあろうかと思うんですが、その

辺りの交流についてで何かお考えはございませんか。 

○水産商工課長（福山昌浩君） 現在市では、甑島

航路活性化推進事業として、市民向けの甑島ツアー

や、２名以上の家族や友人等を対象とした旅客運賃

割引、また市内の団体を対象としたツアーを実施し

ております。 

 この事業は、市民に甑島の魅力を知っていただき、

また、市民と甑島島民との交流を図ることを目的と

しております。 

 そのほか交流事業としまして、先ほどもありまし

たが、アドベンチャーｉｎこしきなどの事業も実施

しているところであります。 

 本市にとって、どのような交流の進め方があるの

か、議員からの提言も踏まえまして、甑島との交流

を図るための事業について、関係団体等とも連携し、

今後検討してまいりたいと考えております。 

○12番（竹之内 勉君） ぜひいろんな違った視点

から、まだ考えていただきたいと思います。 

 私が知る範囲で、市の5,000円の補助をもって、

先ほど市長が言われましたスポーツ少年団、これは

コロナ禍も含めて前後、剣道のスポーツ少年団が向

こうに行って向こうの少年団と合宿の交流会をやっ

ております。 

 あるいはここ２年、甑のグラウンドゴルフ大会に

いちき串木野市のチームがもう２年続けて参加をし

ていただいております。これも向こうに行ったら非

常に歓迎されております。 

 これも5,000円の補助を使ってやっているんです

が、逆に今度は向こうのそういう人たちがこちらに

来る際、いわゆる、スポーツでいうとスポーツ協会

に所属の団体が主催する大会に、パークゴルフでも

結構かと思いますが、向こうから来る人たちにも大

会を盛り上げていただくという意味での補助という

のも、もちろんハードルあるかもしれませんけれど、

こちらに来てもらうための補助というのもありじゃ

ないかなと、思ったりします。 

 こちらから行くばっかりじゃなくて、こちらを盛

り上げていただくという意味で、そういうのの検討

ができないかということと、私も何回か甑に行きま

すけれど、民宿１泊大体8,000円なんです。そして

夜は海鮮でごちそうです。朝御飯もついて大体

8,000円。 

 そういうことを思うと、うちのこのフェリー航路

というのは車乗っけていけるので、友達５人で行っ

て、車代、船代、そして宿泊料、それに一人ひとり

の油代、ガソリン代を足せて、「いやあ、ちっとク

ルージングでも行こかい」というのを盛り込んだと

すると、市の5,000円の補助があれば、１万6,000円

で、私がざっと計算しただけでも１万6,000円でつ

りが来るんですよ。 

 ですから、その辺りのＰＲの、観光協会を窓口に

してコースを三つぐらいつくって、もう橋が通って

いますから、自由時間があって、ちょこっと下調べ

をしていけば、滞在時間も結構できますし、甑を満

喫できると思うんです。 

 そのあたりのＰＲも、うちのフェリーの特色を活

かした、高速船はもう日帰りですから、そうじゃな

くてじっくり楽しむという意味でのそういうプラン
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も、ぜひ推進していただければと思います。 

 市長、甑島の東シナ海側見たことありますか。そ

ういうところもいいですよ。その辺りも含めてどう

でしょう。再度、御答弁をお伺いしたいと思います。 

○水産商工課長（福山昌浩君） まず、１点目の、

いちき串木野市内でのスポーツ大会等への島民の方

が参加した場合の補助についてであります。 

 甑島島民の方は、フェリー等を利用する際、鹿児

島県特定有人国境離島地域航路・航空路運賃低廉化

事業による、通常料金よりさらなる航路運賃割引が

なされておりますので、市で補助を検討するとしま

したら、運賃補助以外について検討するということ

が望ましいのではないかと思います。 

 航路活性化、交流促進事業も、重要なことであり

ます。大会等への参加だけではなく、本市にとって

も観光面や、市内商店等への波及効果も考慮した形

での補助というものを考えていかなければならない

のではないかと思いますので、補助につきましては、

今後いろいろと研究をさせていただければと思いま

す。 

 また、２点目の、自家用車を利用した島内観光コ

ースづくりについてであります。 

 現在行っております航路活性化推進事業は、本市

市民を対象に、個人向け割引として、家族や友人と

二人以上の利用で、島内での観光や商店での買物な

どをしていただき、島民との交流を行うことを条件

に、市民一人当たり5,000円の割引となっておりま

す。 

 島内観光ドライブコースのモデルコースの作成に

つきましては、こういった割引事業もＰＲしながら、

行ってみたいというようなコースを総合観光案内所

等と協議しながら作成し、航路活性化につなげてま

いりたいと思います。 

○12番（竹之内 勉君） 幅広く検討するというこ

とで。島民の方はフェリー代は島民割引で安いんで

す。要は、島民の方がこっちに来られて何がネック

かというと、宿泊代なんです。 

 民泊のような料金じゃないので、１泊２食では。

だから宿泊補助とかそういう方向もあろうかと思い

ます。ぜひ検討をお願いしたいと思います。 

 次に、待合所の有効活用についてであります。 

 さきの島民の方とのお話の中でも、やはり出てま

いりました。朝の便でお弁当がないときもあった。

最終便で食料等を買いそびれたとき、なくて不便だ

った。スーパーでパンを買っても食べるところがな

いので、駅に行って食べています。どこにどんな食

堂があるのか分からない、簡単なマップでもあれば、

などなどでした。 

 現状はフェリーの乗降客だけですので、常設の店

舗は難しい。乗客相手だけなら出港前の１時間ぐら

いのキッチンカー対応とか、あるいは乗客外に工業

団地の方々へのアンケートもとってみて意向調査を

したらどうだろうかとか、川内港のターミナル、課

長は行かれたと言っていただきましたが、フェリー

は欠航であったけれども、ターミナルの食堂はお客

さんでいっぱいだったと。 

 ですから、そういうお店を引っ張ってこれないか。

引っ張ってきたときに、じゃ車はどこに止められる

のと。駐車場の問題。いろいろあるようです。 

 そのような部分も含めて、私も聞き取りのときか

ら、課長とも何か良いアイデアはないかということ

をやり取りをするんですが、駐車場もまだまだ長期

駐車かな、島民の方以外でそういう車もあるようで

す。 

 その辺りについて、市長、何か、アイデアはない

ですか、逆にこちらから。 

○水産商工課長（福山昌浩君） 串木野新港フェリ

ーターミナルには、以前食堂や売店等もありました

が、利用者の減少や高齢等もあり、閉店され、現在

は常設の売店等はない状況であります。 

 このようなことから、現在市では、市内飲食店に

協力をもらいまして、午前の便においてお弁当販売

をしているところであります。 

 御提案のありました、航路利用者及び工業団地企

業内へのアンケート調査につきましては、今後のフ

ェリーターミナルの有効活用について、広く情報を

収集し、その結果を基に、どのような活用方法があ

るのか、関係者と協議検討をしてまいりたいと思い

ます。 

 また、駅で食事をされるというようなお話もあり
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ましたが、飲食スペース等の待合環境整備につきま

しては、フェリーターミナルが鹿児島県の管理であ

りますので、鹿児島県へ要望をしてまいりたいと思

っているところであります。 

 また駐車場につきましては、御存じのとおり、増

設する用地もなく、現状での利用をお願いしたいと

思いますが、利用方法等につきましても、アンケー

ト調査の中に盛り込んで対策を検討してまいりたい

と考えているところであります。 

○12番（竹之内 勉君） ぜひ難しい問題かもしれ

ませんが、一般の方の知恵もいただきながらぜひや

っていただきたいと思います。 

 先ほどのごみの問題で一つ、ごみの出し方のこと

で地域の方と折り合わずに、他市へ移っていったと

いう例もあるということを、今度の質問でいろいろ

私にも情報が入りました。 

 ごみ問題いろいろ、勤務先はいちき串木野市なん

ですよ、ありますけれども、そういうことも課長御

存じかと思いますので、取り組んでいただきたいと

思います。 

○市長（中屋謙治君） ごみの関係ですが、市のほ

うにも、今ごみステーション、公民館のほうで管理

をしている。そうしますというと、公民館に入って

いないという、このことでもって近くのステーショ

ンが利用できないんだとという意見もございます。 

 それから、ごみ分別について責任を持ってもらお

うということでごみ袋に名前を書いてもらっていま

す。このことが、これがスタートしてもうどれぐら

いになりましょう、かなりなるんですが、この名前

を書くということに対してものすごく抵抗がある、

特に若い方は抵抗があるという、こういう意見も聞

いております。 

 こういったことを含めながら、質問としてはあれ

でしたけれども、処理施設の話でありましたけれど

も、この収集の在り方を含めて、大きな宿題、それ

から身近な問題、日々困っている問題だと思ってお

りますので、今後の対策をしっかりと、どういう方

法があるのか、どうすればいいのかと。このことは

しっかりと検討させていただきたいと思います。 

○議長（中里純人君） 次に、西田憲智議員の発言

を許します。 

   ［２番西田憲智君登壇］ 

○２番（西田憲智君） ２番、西田です。本日はマ

スクのまま失礼させていただきたいと思います。 

 令和２年７月に、人が豊かな生活を享受できる社

会を目指して、国においてデジタル社会の実現に向

けた改革方針が閣議決定され、翌年３年９月１日に

はデジタル庁が発足、本市にも、令和５年よりＤＸ

推進係が設置され様々な事業がスタートしておりま

す。 

 デジタルトランスフォーメーション、いわゆるＤ

Ｘは、企業においては進んでいますが、行政のＤＸ

はまだまだ発展途上の段階です。 

 余談ですが、この時期になると市役所に多くの市

民の方々が訪れます。確定申告や住民税の納付、ま

たは新年度に向けた転入転出に伴う手続など、これ

からＤＸ推進によって未来の景色は変わってくるん

だろうというふうに想像するところです。 

 決してフェースツーフェースのコミュニケーショ

ンを無視する考えではなく、ＤＸ推進の目的は、市

民サービスの向上と業務の効率化です。それには人

材育成が重要となってくるわけです。 

 私も特別詳しいわけでありませんが、市民にも自

治体にもメリットのあるＤＸをみんなで進めるため

に、今回一般質問で取り上げさせていただきました。 

 それでは、事前通告に従い、まずは、業務の多様

化と業務量増加への対応など、本市においてＩＣＴ

を活用した、事務事業の作業工程や所要時間の短縮

についての現状評価と今後の展開、同時に定員管理

に基づく職員及び会計年度任用職員数についての見

解を壇上からの質問といたします。 

○市長（中屋謙治君） 西田憲智議員の御質問にお

答えをいたします。 

 定員管理とＩＣＴを活用した業務改善についてと

いうことであります。 

 職員の定員管理につきましては、平成17年以降、

人件費の抑制を図るため、定員管理計画を策定し、

原則として、この計画に基づいて職員数管理してき

ております。 

 しかしながら、現行の定員管理計画を策定をいた
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しました令和２年度以降、急速に拡大をいたしまし

たマイナンバーカードの関係、さらには、コロナワ

クチンの関係。こういった、当初予定していなかっ

た、想定していなかった業務が生じましたことから、

必要に応じて新たな職員を配置することとして対応

してきております。特に、会計年度職員の数、令和

６年度当初で、計画に対して47人という大幅な増と

なっております。 

 このようなことから、定員管理計画の最終年度が

令和７年度であります。最終年度となります令和７

年度において、正規職員、それから会計年度職員、

こういう方々を含めて、全ての職員数を再検討、再

構築をして、定員管理計画、これを見直すこととい

たしております。 

 それからもう１点、ＩＣＴを活用した業務改善に

ついてであります。 

 令和６年３月に本市のＤＸ推進計画を策定いたし

ております。この計画は令和８年までの３年計画と

しております。 

 その取組の一つとして、デジタル技術の活用によ

る事務の効率化という、これを推進することといた

しております。今後この計画に基づいた取組を推進

していくほか、いわゆる形骸化した業務や作業とい

うのはないのか、こういったものを含め、業務改善

を図って、職員の働き方改革を進めていきたいと考

えております。 

 デジタル技術の活用に係る状況につきましては、

総務課長のほうから、担当課長のほうから答弁をさ

せていただきます。 

○総務課長（岡田錦也君） 庁内業務のデジタル技

術の活用に係る評価についてお答えいたします。 

 本市においては、従前よりデジタル技術を活用し

た業務の効率化に努めているところでありますが、

代表的なもので挙げますと、パソコン上での単純な

操作を自動で実施するＲＰＡの技術を令和元年度か

ら導入しております。 

 主な成果といたしましては、ふるさと納税の業務

において、職員が実施する作業時間を導入前と比較

し約200時間削減できております。 

 また、令和６年２月からは、書面での決裁による

手間と時間を削減するため、電子決裁のシステムを

導入しており、令和７年１月末時点で、全体の35％

が業務用パソコン上での電子決裁に移行しておりま

す。 

 令和７年度からは、職員の業務負担の軽減のため、

業務用端末で生成ＡＩを活用できる仕組みを導入す

るための予算を計上させていただくなど、新たな施

策にも取り組むこととしております。 

 そのほか、各種デジタル技術の導入や検討を進め

ているところでございますが、一方で、これらの技

術の有効な活用に当たっては、技術の導入に係る知

識の取得、事前準備のほか、職員の意識改革、作業

見直しの検討、実施にかける時間の確保が必要とな

ってまいります。 

 本年度では、令和６年３月に策定いたしました、

いちき串木野市ＤＸ推進計画における年度、初年度

でございますので、計画終期であります令和８年度

に向け、引き続き各種施策を加速させつつ、デジタ

ル技術の活用による業務の効率化に取り組んでまい

ります。 

○２番（西田憲智君） 今説明がありましたように、

まだまだ始まったばかりなんでしょうけれども、こ

の地方自治体におけるデジタル技術の活用は本当に

急務というふうになっております。 

 本市も先ほど市長からありましたように、マイナ

ンバーの普及啓発や窓口の手続、業務のデジタル化、

また、令和７年度の計画にも、ＩＣＴを活用した事

業の提案が出されていますが、改めてこのＤＸ推進

における現在の進捗状況であったりだとか課題をど

のように捉えているかをお伺いいたします。 

○総務課長（岡田錦也君） ＤＸ推進計画の進捗状

況はいかがかということでございますが、先ほども

西田議員仰せのとおり、令和５年度に総務課内にＤ

Ｘ推進係を設置し、本年度からは、県との人事交流

を活用した職員配置などをしながら、ＤＸ推進計画

に基づいた取組を実施しているところでございます。 

 課題でございますが、先ほども申しましたが、庁

内のＤＸを推進するには、職員の意識改革というの

も必要だと思っております。 

 現在まだ、庁内への浸透が行き届いていない部分
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もありますことから、取組を加速させるため、職員

の意識改革、技術の導入には、職員研修はもとより、

職員の意識向上を図るため、全職員のＤＸ推進の意

義を説明するとともに、ツール利活用のための知識

向上が必要と考え、これまでの取組といたしまして

は、全職員を対象に、動画によるパソコンアプリ機

能一覧について、機能別活用例などを説明するなど

して、全職員の意識と知識の向上を図っているとこ

ろでございます。 

○２番（西田憲智君） 進捗がまた表に出てくれば

市民の皆さんもいろんなところで活用の期待が深ま

ると思いますし、職員の皆さんにとっても、業務の

改善によって新たなまた可能性というのも広がるん

だろうと思います。 

 課題はいろいろありますので、この後にいろいろ

協議していきたいと思いますが、先ほど市長の答弁

からありました第４次行政改革大綱は、令和７年度

が集大成の年というふうになっております。 

 定数においては先ほど市長の答弁があったとおり

なんですけれども、私の認識として、この人力の作

業が、ロボットによる自動化や、手続のオンライン

化、情報システムの標準化、共通化など、ＩＣＴ活

用が進むことによって定員は減少するという認識で

したが、先ほどいろんな突発的なことがあったとは

いえ、この考えは間違っていたのか、そこの確認を

ちょっとしたいと思います。 

○総務課長（岡田錦也君） 人材活用、定員管理計

画とこのＤＸの進め方ということではございますが、

ＤＸというのは、業務改善の手段の一つであります

ので、本市の人員削減については、県内他市や類似

団体と比較しながら、ＤＸに加え、機構改革や、事

務事業の見直し、民間委託など、様々な手段を総合

的に組み合わせながら、行っていく必要があると考

えております。 

 ただ一つの業務改善、定員管理の一つの手段とい

たしまして、ＡＩやＲＰＡなどのＩＣＴの積極的な

活用や、オンライン申請を活用した窓口申請の簡素

化を、ＤＸの推進として挙げているところでござい

ます。 

○２番（西田憲智君） 国から指示されたものでは

なくて、本市にとっても有益なやっぱり政策だとい

うことで、間違いないということを確認するところ

です。 

 先ほどマイナンバーやコロナの対応などで職員が

やっぱり必要だったという、特に会計任用でしたが、

このコロナ禍以降テレワークやリモート会議の導入

が始まりましたが、本市での取組はいかがかを伺い

ます。 

○総務課長（岡田錦也君） コロナ禍以降のテレワ

ーク・リモートということでございますが、これま

でそのコロナによったり、また業務によっては、テ

レワークも実施しているところでございますが、ま

だまだ業務内容によって、各課の業務、そこまでテ

レワークができるところ、できないところというの

がありますので、今後まだそのテレワークについて

はまた、今後検討していく必要があるのかなと思っ

ているところです。 

○２番（西田憲智君） いろんな活用できるものは

推進しながら、このＤＸをやっぱり活かしていく施

策が必要だと思いますし、先ほどもありましたよう

に職員の意識改革でありますが、ＤＸ推進に対して

の庁内の組織風土を高めながら、何とかこの取組を

進めていければなというふうに感じるところです。 

 ２番目、次に、庁内及び学校においてのクラウド

の活用によってさらなる業務改善が促進できないか

をそれぞれお伺いしたいと思います。 

○総務課長（岡田錦也君） 庁内また学校における

クラウドの活用についてということでございますが、

まず、学校におきましては、県教育委員会並びに市

教育委員会がそれぞれ整備しておりますクラウドサ

ービスを活用し、教職員が情報共有や連携を円滑に

行う体制を整えております。 

 これによりまして、従来必要でありました既存資

料の作成等の手間が軽減され、教育現場における業

務効率の向上が図られている状況でございます。 

 また、庁内におけるクラウドサービスの利用につ

きましては、総務省のガイドラインに基づき、個人

情報の保護が可能な一部サービスの利用、または機

密性の低い情報の取扱いに限定して実施しておりま

す。 
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 その中で、本市では、令和６年度より、職員が操

作しやすい電子申請システムの運用を開始し、市民

向けの電子申請の種類拡大や、各種申込みアンケー

ト等の活用を進めております。 

 また、来年度は新たなクラウドサービスといたし

まして、市内17か所の公共施設をインターネット上

で予約できるシステムの導入予算を計上させていた

だいております。 

 電子申請、公共施設予約につきましては、市民の

利便性向上の側面と、受付業務の省力化による職員

負担軽減の側面を持ち合わせた取組でございます。 

 クラウドサービスの活用につきましては、引き続

きＤＸ推進計画に基づき、各種システムの活用を推

進してまいります。 

○２番（西田憲智君） 市民サービスの向上におけ

る事業は大変進んでいる、また、新たな年度にも進

んでいこうと見えますが、一方で業務効率化につい

ての取組をもっと進めるべきだとちょっと感じまし

た。 

 改めて課を横断するような手続はまだ煩雑な部分

もありますし、ホームページからダウンロードでき

ず、窓口で紙面対応の申請書類もあり、市民サービ

スの向上や業務の効率化をまだまだ進められる上で、

各課での課題はあるようでございます。 

 それぞれ、課より意見の吸い上げや意識の相違が

起こらない取組が、業務改善の促進になると思いま

すが、いかがでしょうか。 

○総務課長（岡田錦也君） 庁内でクラウドを活用

しての横断的な取組ということでよろしいでしょう

か。 

 先ほども申しましたが、今現在、本市では、2015

年の日本年金機構の情報漏えい事故を受け、総務省

の指導に基づき、庁内のネットワークは、マイナン

バー利用事務系、ＬＧＷＡＮ接続系、インターネッ

ト接続系、この三つに分類いたします三層分離シス

テムを導入しているところです。 

 このシステムは、住民情報をはじめとする重要情

報の漏えいを防ぐことを目的としているところでご

ざいますが、西田議員が言われますように、各ネッ

トワークが現在分離されているため、インターネッ

ト接続系でクラウドサービスを活用する際に、ネッ

トワーク間のデータ移動がスムーズに行えないなど

の課題が生じていますことから、今後は業務を行う

上で、利便性が高くなるなど、このクラウドの活用

も検討してまいりたいと考えております。 

○２番（西田憲智君） 三つの分離システムによっ

てなかなかうまくいかないとこが現在ありますが、

市民にとっては一つの市役所という窓口ですので、

そういった垣根といいますか、不都合がないような、

そんなまた検討も進めていただきたいというふうに

思います。 

 次に、学校においてなんですが、いろんな学習共

有フォルダ内の教材の共有だったり、いろいろでき

ている部分はもちろんあるかと思います。 

 現在、学力・学習状況調査で、小学校は質問事項、

中学校は理科においてデジタルでの調査が行われて

いるようにお伺いしています。 

 本市もタブレットが整備している中、クラウドを

活用して、例えば、テストや宿題などをデジタルで

取組を推進して、教職員の業務効率化を図っていく

考えはないかをお伺いいたします。 

○学校教育課長（西村喜一君） 各学校におかれて

は、例えばテストをＣＢＴ化、コンピューター・ベ

ースド・テスティング、ＣＢＴ化しているところも

あります。 

 また宿題も、それぞれ持ち帰って、自分のタブレ

ットに送られてきたものをまた返すといった方法、

そういったことも進められております。 

○２番（西田憲智君） 今学校教育課長からあった

ように、それぞれ学校では非常に特色のあるといい

ますか、特別な、特別なというか、いろんな取組が

されているんですが、せっかくいちき串木野市の市

内の小学生、中学生にしてみれば、同じ年代、同じ

教育を受けられる環境にあると思います。 

 そういったのを市教委で判断されて、せっかくク

ラウドがありますので、クラウド内で先進的なそう

いった取組を全学年で共有できるような、そういっ

た仕組みをしながら、児童生徒への教育の質を高め

る部分と、教職員の業務の効率化というところを一

緒に図れるのではないかなと思いますが、改めてそ
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ういう考えはいかがですか。 

○学校教育課長（西村喜一君） 各学校においては、

今、ＩＣＴの活用について研修を、様々な研修を深

めているところでございます。 

 子どもたちも、今、導入されて数年たっておりま

すので、非常に使い方が上手になってきているとい

った、そういった技術面が高まってきていますので、

今後はそのように、議員がおっしゃられたような活

用も考えていければと思っております。 

○２番（西田憲智君） ぜひいろんな形でこれを活

かしていただく、これが最善かなと思っております。 

 次に、３番目に入りたいと思います。 

 本市には公式ＬＩＮＥがあり、友だち申請されて

いる方が現在５万7,369人、フォロワーも３万1,513

人と大変多くの方に利用をしていただいております。

これはふだんから魅力ある情報や役立つ情報を発信

していることはもとより、機能の充実も一つの要因

だと思います。 

 そこで、さらに利便性を図るために、チャット機

能を活用して、24時間受付業務や相談対応など、さ

らなる充実を図っていく考えはないかをお伺いいた

します。 

○総務課長（岡田錦也君） 本市の公式ＬＩＮＥに

つきましては、広く市民に活用されており、スマー

トフォンで簡易的にアクセスすることができる、情

報媒体として有益な取組となっております。 

 また、その活用にあたっては、情報の発信のみな

らず、市民が項目を選択していくことで、必要な届

出や申請、問合せなどについて、直感的にアクセス

できるようにするなど、市民サービスの向上にも活

用しているところでございます。 

 これらの情報提供をより便利にするため、他の自

治体においては、ＡＩを活用したチャット機能を導

入する団体もあるところでございますが、本市にお

きましては、導入の際に生じるＱ＆Ａの作成など、

事前準備における各課の業務負担が大きいため、現

時点では実現に至っていないところでございます。 

 一方で、デジタル技術の発展は急速に進んでいる

ところであり、今後、ＡＩチャットの導入における

職員の業務負担が軽減される可能性もございます。 

 今後、前向きな導入検討に向けて、他自治体の事

例を参考にしつつ、新たな技術動向に注視しながら、

類似したサービスの利用も含め、本市での導入可能

性について検討を続けてまいりたいと考えておりま

す。 

○２番（西田憲智君） 検討をしていただけるとい

うことでございます。 

 これ、ＡＩのチャットには議事録の自動再生をす

ることが可能となって、相談対応などの履歴がＱ＆

Ａで蓄積されることによって、職員のみが対応する

より、市民サービスの向上やさらには業務の改善に

も期待できるというふうになると思いますし、また、

多言語翻訳ツールの活用によって、外国人住民との

コミュニケーションもまた図れるという利点もある

と思いますので、前向きに検討していただきたいと

思います。 

 本市は、令和５年度よりビジネスチャット、いわ

ゆるＬｏＧｏチャットというのを職員及び一部の会

計任用職員で導入していますが、その効果は、どの

ようにありますでしょうか、お伺いします。 

○総務課長（岡田錦也君） 本市が取り組んでおり

ますＬｏＧｏチャットにつきましてでございます。 

 職員の業務効率化を図るため導入いたしておりま

す。この活用といたしましては、各課の個人またグ

ループでの業務のやり取り、資料等の共有化でござ

います。 

 活用事例で申しますと、移動の手間や不要不急の

会議の開催の省略化、選挙事務の情報共有と報告、

また災害時の現場写真など、リアルタイムで情報共

有が図られているところでございます。 

○２番（西田憲智君） このようにチャットとして

は、様々な機能・能力があるわけですけれども、改

めて市長、決してこれらの導入は人が要らないとい

う考えではなくて、人の今やっているところを非常

に力強くバックアップするということになっており

まして、ＡＩいわゆる人工知能とＲＰＡロボット技

術による事務作業の自動化の活用が進めば、職員の

ルーティン業務から解放され、さらなる職員の政策

立案や市民サービスの向上に集中できると思います

が、これを先行投資だと前向きに捉えていただいて、
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早くこういった導入するという考えは、改めていか

がでしょうか。 

○副市長（出水喜三彦君） チャット機能も含めて、

業務負担の軽減につながるのではないか、そしてあ

と市民のサービス、利便性の向上につながるのでは

ないかということでございますけれども、総務課長

の答弁の中でもありましたが、これを実行していく

ためには、もちろん投資という形で経費もあります

が、一時的にやはりこの職員の業務負担というのも

加わるものだと思っております。 

 このために、例えば国の定員管理の基本方針あた

りでは、もちろんＤＸを進めつつも、そのときに職

員の定員管理という中においては、一時的に猶予す

る、こういった方針も示されておりますので、コス

トの面それから定員管理の点、この点はよく見なが

らですけれども、ＤＸとすれば進めてまいりたいと

思います、様々な機能についてです。 

○２番（西田憲智君） ぜひこの職員だけですると

いう考えだけでもなくて、いろんな、今後、これか

らまた話をしていきますが、いろんな力を結集しな

がら、前向きに早くスタートすることがまたサービ

スの向上につながると思いますので、さらなる検討

をお願いしたいと思います。 

 それでは、４番目に入りたいと思います。 

 ＤＸ、ＩＣＴを取り入れ、拡充していくためには、

やはり人材育成が必要不可欠です。また、育成した

人材が効果的に能力を発揮するためには、適正配置

が重要だと考えますが、いかがでしょうか。 

○総務課長（岡田錦也君） ＤＸに関する職員の人

材育成と適正配置につきましては、今後の市民サー

ビス向上及び業務改善にとって極めて重要な要素と

認識しております。 

 このような中、人材育成の面では、ＤＸ推進計画

に基づき、全職員を対象とする動画研修や、外部有

識者を招いた幹部職員向けの研修を実施し、職員の

意識改革を促進しております。 

 これに加え、若手職員等で構成いたしますＤＸ推

進ワーキンググループを設置し、各分野でのデジタ

ル技術導入に向けた議論を通して、職員の育成の取

組を始めております。 

 本市のＤＸ人材の育成につきましては、各分野で

専門的な知識を習得した職員を育てつつ、定期的な

人事異動により、幅広い業務経験を積むことで、デ

ジタル技術を含め、各職員がそれぞれの強みや特色

を発揮できるような環境を整備することが効果的で

あると考えております。 

○２番（西田憲智君） 研修で意識の改革やワーキ

ンググループの設置を進めているということでござ

いますが、本市のＤＸ推進計画にもありますＩＴ関

連資格取得数も目標が設定されているところです。 

 現在の達成についていかがか、また、資格取得に

対する費用補助などはどの程度かを、分かる範囲で

教えていただきたいと思います。 

○総務課長（岡田錦也君） ＩＴ資格の取得につき

ましては、現在は計画でありますが、今後検討して

導入することとしております。現在では、ございま

せん。 

○２番（西田憲智君） ぜひ推進計画にも、有識者

が全てとは言いませんけれども、研修の中で、より

リードしていくにはそれなりのスキルもやっぱり必

要だということを考えれば、このような設定もされ

ているということでしょうから、補助も含めて、こ

ちらのほうも推進していただければと思います。 

 次に、デジタル分野については、個人情報の適切

な取扱いや情報セキュリティーの意識向上など、基

本的なデジタルリテラシーを向上させることが重要

だと思いますが、この情報を扱う対象職員について

の研修の取組が、もしくは計画が、あれば教えてく

ださい。 

○総務課長（岡田錦也君） デジタルの育成のため

の職員研修は、先ほども申しましたが、幹部職員を

含め全職員、研修を実施しているところでございま

す。 

○２番（西田憲智君） 先ほどの研修等の中にそれ

が入っておけばいいんでしょうけれど、やはりこの

個人情報の漏えいだったりだとか、非常にデジタル

は便利な分、非常に危険もあるということで、そう

いった教育がなければ、取り扱う職員が万が一、自

分の認識がなく、そういったことに及んでしまうと、

やっぱり組織全体の責任にもなりかねませんので、
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そういったところも含めて、始まったばかりで、い

ろんな取り組むことありますけれども、そちらのほ

うの重要性もお伝えしておきたいと思っております。 

 職員が資格取得やスキルアップをしていくことは

大変大事なことでございますが、現在、ＤＸを推進

するにあたり、現在の体制で十分かどうかを伺いま

す。 

○総務課長（岡田錦也君） 先ほどの情報、個人情

報関係でちょっと補足説明をさせていただきますと、

情報セキュリティーポリシーの研修、ハンドブック

を概要でつくっているところでございます。これを

全職員に配付して、周知しているところでございま

す。 

 また、特にマイナンバーカードにつきましての職

員につきましては、特に研修を行っているところで

ございます。 

 また、ＤＸ推進係の、現在の職員体制で大丈夫か

という御質問でございますが、現在、職員は総務課

内に職員２名体制で業務を行っているところでござ

います。 

 また、業務を推進するに当たりましては、先ほど

申しましたＤＸ推進本部のＤＸ推進ワーキンググル

ープ、この職員とも連携を図りながら実施しており

ますが、今後業務の状況に応じて、また対応してま

いりたいと考えております。 

○２番（西田憲智君） ＤＸの推進を、どれほど力

を入れるかというとこにもなるんでしょうけれども、

現在は２名、見るからに１名はほかの課との兼務と

いう立場でもあることを考えたら、このＤＸ係が本

市のＤＸをリードする立場なら、人数的にも体制的

にも弱いなというふうに感じますし、また、それぞ

れの課でこれを推進するには、現在の通常業務でＤ

Ｘの推進に向けた時間やリソースの確保が大変難し

いのではないかというふうに感じますが、これから

進められていってどのようにこれを解決していくお

考えかをお伺いいたします。 

○総務課長（岡田錦也君） ＤＸを推進するにあた

り、各課にＤＸ推進員ということで設置できないか

ということでございますが、現在、ＤＸ推進計画で

は、ＤＸ推進員の配置については計画はしておらず、

対応できる人員も限られていることから、当面の間

は、総務課ＤＸ推進係、また情報システム係の経験

職員などに頼りながら、サポート体制を構築する予

定でございます。 

 なお、各課におけるＤＸ推進員の設置については、

今後の職員の育成状況や、デジタル技術に興味のあ

る職員の数などの増加状況等を考慮しつつ、必要に

応じて検討してまいりたいと考えております。 

○２番（西田憲智君） 本当に人が、人材が力にな

るということですので、ぜひお願いしたいと思いま

す。 

 現在県より相互派遣として優秀な人材に出向して

もらい、県の取組や情報などＤＸ推進に大きく寄与

してもらっており大変よいことだと思います。 

 一方で、派遣期間が終わることが非常に不安を感

じることもありますが、本市職員を逆に派遣をして

デジタル人材を育成していくお考えはありませんか、

お伺いします。 

○総務課長（岡田錦也君） 現在は他自治体への人

事交流、派遣は考えていないところでございますが、

今後ＤＸが進むにあたっては、研修派遣とか、自治

大学、そこでの研修等も今後検討していきたいと考

えております。 

○２番（西田憲智君） 今のところは大きな計画が

ないということですが、市長、デジタル人材の育成

は本当に急務だと思います。 

 他の省庁とは異なり、デジタル庁は派遣期間の職

員の給与も国から支給されますし、毎月募集してい

るというような情報を得ております。 

 改めて、本市の職員をこのようにデジタル人材の

育成のために進めるお考えについて、改めてお伺い

いたします。 

○市長（中屋謙治君） 以前、本市の職員、国のほ

うに、総務省のほうに派遣をして研修をした経緯が

ございます。発足当時のデジタル庁で業務をしたと

いう経緯もございます。 

 現在、県であったり、国であったり、あるいは団

体であったり、こういうことで職員を派遣して、そ

こでもって能力を高めていただこうという、こうい

うことで取組しておりますので、今御提言ありまし
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た、国のほうへの派遣、そして能力を高めるという、

このことについても今後前向きに取り組んでいきた

いと思っております。 

○２番（西田憲智君） 人材育成、本当に急務です

ので、一日も早く多くの人材が育つことを期待した

いと思います。 

 それでは、学校関係においてですけれども、学校

でのＩＣＴに関する研修でいろんな人材育成は図ら

れていると思います。 

 その中でも先生方は人間ですし、得意不得意もあ

る中で、現在、本市では小・中連携によって乗り入

れ事業などの相互の取組が行われていますが、学校

を越えて各学年の教職員同士が、いわゆる、いろん

な、同じレベルで人材育成につながるそういった取

組が現在あるかをお伺いいたします。 

○学校教育課長（西村喜一君） 本市における教職

員の資質能力を高めるための研修でございますが、

市の主催の研修としましては、ＩＣＴスキル向上研

修会を年３回行っており、自分の考えを整理し発表

することとか、仲間の意見を集約して共有し、考え

を深めることができる学習支援ソフトを活用した研

修会を行っており、全ての学校から集まっていただ

いているところでございます。 

 また、各学校の研修においては、講師の招聘、そ

してＩＣＴ支援の活用などによって、授業や業務の

改善につながる実践的な研修も行っております。 

 先ほど申し上げましたタブレットでテストを行う

というＣＢＴ、コンピューター・ベースド・テステ

ィング、それの研修等も行っているところでござい

ます。 

 また、本市教職員で構成されている自主団体、自

主団体の市ＩＣＴ教育研究会においても、他市の先

進的な取組についての講話を行ったり、各学校の実

践を紹介し合ったりして研修を深めているところで

ございます。 

 このほかにも、地区とか県の研修についても積極

的に受講するように呼びかけております。様々な研

修を通して、個々の資質能力を、向上を図って授業

改善や効率的な業務改善に努めているところです。 

○２番（西田憲智君） スキル向上など様々な研修

をされて人材の育成に取り組んでおられるようです

が、教育長、改めて教職員の業務改善に、業務改善

を効率化、業務を効率化するために、小小連携や中

中連携など、各学年ごとに教職員の目標や課題に対

して、研修や情報交換の場によって共通目標、さら

には共通認識が生まれるなど、様々な人材育成とな

ると思いますが、それが児童生徒の最良の教育につ

ながると感じていますが、そのような研修をさらな

る強化といいますか、さらに取り組んでいく考えと

いうのはいかがでしょうか。 

○教育長（相良一洋君） ただいま西田議員のほう

から、小・中連携、そういうことでＩＣＴのほうも

進められないかというお話が出ましたけれども、た

だいま中学校校区をやはり活用しながら、小・中の

連携を図っております。 

 その中で、やはりこういうＩＣＴの授業、どのよ

うに取り組むのかということ。そして小学校で取り

組んでいる分を今度は中学校に上げていかないとい

けませんので、そういうことをしっかり連携をしな

がら、補完しながら、先生方のスキルアップ、そし

て子どもたちのまたスキルアップ、そういうものは

考えていかないといけないだろうと思います。 

 それとまた、教科に特化した、そういうＩＣＴの

研修会ができると、より効果的かなと考えておりま

す。 

○２番（西田憲智君） 教育長、小・中連携はよく

分かるんですが、今申し上げたのは、それぞれ教職

員の各年度ごとの、１年生なら１年生、２年生は２

年生、小小連携とか中中連携で、いろんな教職員の

そういった人材育成もしくは業務改善につながるよ

うなそういった取組というのは、さらに強化できな

いものか、ここをお伺いします。 

○教育長（相良一洋君） 小小または中中の教科間

のやはり連携という、小学校の先生方は全ての教科

において授業を執り行っていきますけれども、中学

校の場合は、教科間の連携が特に必要になってきま

す。 

 学年を横断的にやはり考えながら、教科の先生方

同士でやはり練り合う、そして研修をしながら、授

業をどのように工夫をしていくかと。 
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 今の授業のつくり方としては、主体的な学習、子

どもたちが主体的に学習をしていく、そういう授業

の構築をしていかないといけないので、教科間の先

生方、中中も小小もやはりそういう専門的な分野の

中で、進めていかなければいけないということを感

じております。 

○２番（西田憲智君） ぜひまた新たな枠組みで、

それぞれ職員にとって、本市の教育は非常に充実し

ているなあと、もしくは業務改善につながっている

なと思う、実感できるような取組がまた進めばいい

なと感じています。 

 ５番目に移りたいと思います。 

 ＤＸ推進には、自治体におけるノウハウ、マンパ

ワーが不足している課題もあり、行政職員だけでは

限界もあります。 

 言い換えればコスト面重視ではなく、民間の強み

を活かすべく、民間委託や民営化に取り組む必要が

あると思いますが、いかがでしょうか。 

○総務課長（岡田錦也君） 本市におきましては、

平成18年に策定いたしました、公の施設に関する管

理方針に基づき、公の施設につきましては、これま

で、民間委託、民間譲渡、指定管理者制度の導入を

進めてきております。 

 民間委託を行った施設は、給食センターや環境セ

ンター、民間譲渡した施設は、照島、生福、市来保

育所などでございます。 

 また、指定管理者制度の導入により、現在市内79

施設に導入して、多様化する市民ニーズにより、効

果的、効率的に対応し、サービス水準の向上、コス

ト削減に寄与しているところでございます。 

 また、業務の外部委託につきましては、職員の業

務の負担を軽減を図るため、ふるさと納税のワンス

トップ特例申請の受付業務作業を外部委託すること

で、年末年始に集中していました繁忙期業務の負担

を軽減することができていることから、今後も、必

要に応じて、外部委託も検討してまいりたいと考え

ております。 

○２番（西田憲智君） 外部の連携をするという意

味では、今回ＤＸに関連していますので、市街に整

備したサテライトオフィスについて、これをどのよ

うに活かしていくかというのを改めてお伺いいたし

ます。 

○総務課長（岡田錦也君） この、ＭＩＮＡＴＯよ

りあいオフィス、令和４年４月に設置し、テレワー

クなどの現代の多様な働き方にフィットするため、

フリーＷｉ－ＦｉなどＩＴ空間の提供だけでなく、

サテライトオフィスの誘致、また、市内の地域や企

業が持つ課題、悩みをＩＴで解決する相談窓口を設

け、市のＤＸ化の推進の一翼を担っております。 

 市のＤＸ化推進も、民間活力を利用した市内企業

や地域のＤＸ化推進も、市全体の業務改善につなが

ることであり、それがひいては市民サービスの向上

にもつながる取組であると考えておりますので、今

後も積極的に推進してまいります。 

○２番（西田憲智君） ＩＴ企業を誘致して若年人

口の流出を抑制する。あわせて、地元企業のマッチ

ングによって課題解決、新たなビジネスモデルを構

築していくことを目的とされているわけです。 

 指定管理になっておりますけれども、ここしっか

りと検証して、目的達成のために何が必要なのかと

いうのを本気でやっぱり取り組む時期になっている

のではないかと思います。 

 ちなみに私は５点考えております。 

 まずは、何よりもＩＴ企業の誘致が最優先だろう

と思います。 

 ２番目がやっぱり若者、地元ニーズ、いわゆるタ

ーゲットのニーズは、どれだけ把握できているのか、

ここが重要だと思います。 

 ３番目に、その、いわゆるターゲットになった人

たちが集う仕組み、仕掛けというのも大事だと思い

ます。 

 ４番目には、その方々がやっぱり利益が取れると

いうような事業の展開というのが重要なのではない

かと思います。 

 何よりも最後は会員制度などを使って、やっぱり

ダイレクトにいろんな情報が届くと。このやり取り

というのは非常に重要ではないかと考え、５点を提

案させていただきますので、一緒になって進められ

たらと思っています。 

 企業においては、先般、ＵＵＵＭ株式会社様との
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包括連携協定も締結して、いろんな可能性というの

は広がったと思いますが、さらなる拡充というのが

必要なんだと思いますが、改めて、団体においても

同様に、これまで様々な連携をしていると思います。 

 ＤＸを活用した事例等を紹介しながら、協議会だ

ったり団体との意見交換会を通じて、ＤＸの理解や

推進をしていく考えについての見解をお伺いいたし

ます。 

○議長（中里純人君） 答弁ありますか。 

○副市長（出水喜三彦君） 今、団体というのは、

ＭＩＮＡＴＯよりあいオフィスに関してということ

でよろしかったのでしょうか。 

○２番（西田憲智君） この企業、団体、いろんな

職員だけでできないことを多くの方々と連携すると

いう意味で、企業や団体というふうに分けた経緯も

ありまして、ＭＩＮＡＴＯよりあいオフィスでなく

て、これまでいろんな連携をしている団体というこ

とでございます。 

 例えば協議会、まちづくり協議会だったりだとか、

協議会や、いろんな団体があるかと思いますが、そ

ういったところとの、またさらなるＤＸの推進とい

うのはできないものかと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○副市長（出水喜三彦君） 大変失礼いたしました。 

 まず、企業の面で、よりあいオフィスの関係がご

ざいました。 

 五つほど視点を述べていただいたところでありま

すけれども、その中で、地元のニーズ、多分企業の

いろいろＤＸに関して困っていること、こういった

ものを細やかに拾った上でということもあろうかと

思います。 

 そして、そういう方々が集まることで、その需要、

これがまさに多分最初の企業誘致、ＩＴ企業がうち

に立地するためのニーズ、需要なのかなと思います

ので、その面で進めていきたいと思います。 

 そして今団体ということで、例としてまちづくり

協議会を出されました。 

 このＤＸを進める中の一つに、デジタルデバイド

対策というのもございます。 

 そういった面では、市のほう、進めるのはいいん

ですけれども、それが使えない方々にどう対処をし

ていくのかというのが一つの重要な観点かと思いま

すので、そうしたときには、まちづくり協議会の皆

様方にも協力していただきながら、その対策を市側

で講ずる、この場所を提供いただく、こういったこ

とを連携していけたらと思います。 

○２番（西田憲智君） 様々な連携によって可能性

が広がることをまた期待したいと思います。 

 それでは、６番目に入ります。 

 将来を見据えた持続可能な行政サービス体制の構

築には、様々な形での広域連携も推進されると考え

られますが、現在鹿児島市を連携中枢都市とするか

ごしま連携中枢都市圏、本市を含む４市で35項目の

取組をしていますが、ＤＸに関わる広域連携の拡充

というのはできないものか、お伺いいたします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） かごしま連携中枢

都市圏との広域連携、よりＤＸの推進についてであ

ります。 

 かごしま連携中枢都市圏につきましては、鹿児島

市を中心都市としまして、圏域の一体的かつ持続的

な発展を図ることを目的に、平成28年に発足しまし

た。 

 連携中枢都市圏では、かごしま連携中枢都市圏ビ

ジョンを策定し、圏域全体の経済成長の牽引、高次

の都市機能の集積強化、圏域全体の生活関連機能サ

ービスの向上の三つの基本方針に基づき、現在、35

の連携事業に取り組んでおります。 

 ＤＸ関連の取組といたしましては、ＥＣサイトの

導入支援としてのセミナーの開催、ＡＩマッチング

システムを活用した婚活サポート、スマート農業の

推進拡大のための農業技術研修会の開催など、デジ

タル技術やＩＣＴを活用した事業を連携して取り組

んでおります。 

 また、現在ＩＣＴ利活用による、業務改善、効率

化、こちらにつながるような直接的な事業、連携事

業は実施しておりませんが、情報システムに関しま

しては、全国の自治体が住民基本台帳、国民年金、

税の関連業務、国民健康保険、あと子育て関係など、

20の業務につきましては、国が示す方針等に基づき

まして、令和７年度中に、ガバメントクラウドを活
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用した、標準準拠システムに移行する予定でありま

す。 

○２番（西田憲智君） 現在の連携、また新たな連

携という形も今課長からありましたが、鹿児島県が

2018年３月に策定したかごしま未来創造ビジョンに

おいては、連携中枢都市圏の様々な事務の共同処理

の仕組みなどを活用した市町村の広域連携に係る取

組を支援するというようなことも示されていますの

で、ぜひまた協議の対象にして、本市のそういった

ＤＸ推進につながるようなその取組も深まればいい

なと考えております。 

 次に、枠組みとしては、さらなる広域になります

が、オープンデータを活用することによって、新た

なサービスの創出、新たなサービスの付加の価値を

向上していく、そういったような計画はございませ

んか、お伺いいたします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） オープンデータの

取組についてであります。 

 オープンデータにつきましては、公的機関が行っ

た幅広い調査などを二次利用ができる、そういう部

分の中で幅広い活用ができるのかなと思います。 

 オープンデータの活用については、現在、かごし

ま連携中枢都市圏では行っていないところですが、

使用目的に応じて、鹿児島県、九州圏など様々な枠

組みから、その連携の在り方を検討する必要がある

のかなと思っております。 

 その中で、必要に応じて検討していく形になって

くると思っております。 

○２番（西田憲智君） 検討をすることになるとい

うことでございます。 

 多くの自治体も様々なやっぱり課題を抱えている

と思います。連携する対象や内容、取組が広がれば

広がるほど本市の強みにもなりますので、広域の連

携の可能性もさらに広げてほしいなと感じます。 

 それでは、７番目に入ります。 

 地域社会のデジタル化も、オンライン手続の拡充

や令和７年度から開始が計画されている公共施設の

予約など、市民にとっても身近に感じられるように

なってまいりました。 

 今後、地域において市民サービスの向上と業務効

率化を進めるために、公民館の回覧資料の周知にデ

ジタル技術を活用してはどうかと思いますが、いか

がでしょうか。 

○まちづくり防災課長（宮持大作君） 自治公民館

の回覧板のＤＸ化についてであります。 

 地域コミュニティのＤＸ化につきましては、効率

化や省力化による新しい取組であります。全国にお

きましては、自治公民館活動におきましてデジタル

化を進めているところもあります。 

 紙媒体による回覧板は、配布や回収に時間がかか

り、回覧した後に手元に情報が残りませんが、デジ

タル化することで、いつでも読むことができたり、

過去の回覧内容を読み返したりすることができます。 

 しかしながら、地域の方々の全員がスマートフォ

ンを持っていないと利用できないサービスでもあり

ます。本市におきましては、スマートフォンを持っ

ていらっしゃる方がどれくらいおられるのか不明で

あります。また、地域からはデジタル化の要望もま

だない状況であります。 

 地区まちづくり協議会や自治公民館の体育部、補

導部、青少年部などでは、グループＬＩＮＥ等によ

るやり取りがなされているようですが、公民館長さ

んは紙による案内が必要であるなど、世代間格差が

あるとも伺っております。 

 市としましては、市まちづくり連絡協議会の協議

の場などにおいて、地域コミュニティのＤＸ化につ

いて、どのような取組があるのかなどを紹介してま

いります。 

○２番（西田憲智君） 今課長のほうから、それぞ

れニーズは聞こえてこないという話ですけれど、や

はり役員の方がどちらかといったら年配の方が多く

て、若い方々の情報というのは非常に上がっていな

いんだなと感じるところですが、今ありましたよう

にこの公民館の回覧については、見る人が限られて

いる、情報として公平公正な情報になっていないと

いうのがやはり課題だと思います。 

 改めて市長にお伺いしますが、この一斉に取り組

むというのは非常に厳しいと思いますが、試してみ

る価値は私はあると思います。公募によって理解を

得られる地域をモデル事業として、試験的に取り組
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み、その効果をまた検証するということをするお考

えについて改めてお伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 今、行政事務から、それか

ら自治公民館の回覧業務まで、広くＤＸ化できない

のかということで縷々議論を進めてきていらっしゃ

いますが、どうなんでしょう。今地域に回覧板とし

て回ってくる、これがうまく機能しているんだろう

かという、そういう意味合いでの提案だろうと思い

ます。 

 そうした中で、回覧板、時期によって、相手によ

っていろいろあるんでしょうけれども、主には今、

学校関係の回覧が多いかなというふうに思っており

ます。各学校の学級新聞というんでしょうか、学校

新聞というんでしょうか、こういうものが回覧でよ

く回ってきているなという、こう思っておりますけ

れども、こういったものが紙ベースでないとまずい

のか。あるいはこれがデジタル化でもって、どうい

う形でもって、その手間が、そして、広い方に情報

に接していただけるようになるのか、ここら辺は、

先例を参考にしながら、どういう取組ができるのか

というような検討の価値があるのかなというふうに

は思っております。 

○２番（西田憲智君） 回覧内容についてももちろ

んそうだと思います。回ってくる間に、家にいなけ

れば、もう情報としてはなくなるわけです。 

 住民というのは、与えられた情報をとるというこ

ともでしょうし、適時受け取れるもしくは後々見返

せる、そのようなことを考えたらこのデジタル化と

いうのは非常に有効なんだろうと思いますので、そ

こも含めて、またニーズももちろんあるでしょうか

ら含めて検討していただきたいと思います。 

 また、市の広報紙は、ホームページや公式ＬＩＮ

Ｅで電子版として見ることができますが、外国人住

民にとっては、現在の表記では非常に情報の取得が

困難であります。 

 そこで日置市でも導入している多言語ユニバーサ

ル情報発信ツールであるカタログポケットというア

プリを導入して、外国人のみならず障がいをお持ち

の方や高齢者にも、多言語化や自動音声読み取り機

能を活用して理解してもらえると思いますが、この

アプリの導入の検討はいかがでしょうか。 

○総務課長（岡田錦也君） 他自治体また民間にお

きまして、障がい者や外国人など、様々な条件に対

応できるようなサービスがございますが、まずは、

多言語機能や音声読み上げ機能につきましては、ス

マートフォンでできる機能もありますことから、こ

れを市民への周知を図ってまいりたいと考えており

ます。 

○２番（西田憲智君） このカタログポケットに特

化するわけでございませんのでそういった機能があ

るのであれば、ぜひ活用、試していただいて活用に

つながればいいなと思います。 

 しかし、導入して終わりではなく、利用してもら

うために、周知もしくは検証というのも必要だと思

いますので、そちらも併せてお願いしたいと思いま

す。 

 最後に、やっぱり地域となれば忘れてならないの

が、先ほど副市長からもありましたけれども、デジ

タルデバイド、いわゆる情報格差の対策でございま

す。 

 現在も実施していますが、講習会や出前講座、相

談所などで、市民の皆さんが不安や混乱がないよう

にさらなる支援強化が必要だと思いますが、今後の

取組を改めてお伺いいたします。 

○総務課長（岡田錦也君） デジタルデバイド対策

につきましては、高齢者や障がい者など、デジタル

活用が困難で行政サービスを十分に活用できない方

への対応といたしまして、これまでも実施しており

ますが、出前講座などを実施いたしまして、スマー

トフォンの使い方などについての講座を行ってまい

りたいというふうに考えております。 

○２番（西田憲智君） よろしくお願いします。 

 最後になりましたけれども、今回ＤＸのごく一部

を取り上げました。これからは全ての分野において

このデジタル技術の進展、ＩＣＴの活用というのは

必要不可欠になる社会になるというふうに予想され

ます。 

 そこで市長にお伺いします。市としてもＤＸを推

進させる必要性を感じていることは確認できました

が、ＤＸを推進するにはやはり、デジタル人材の確
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保と育成、実行するための予算というのがやっぱり

必要です。加えて市長のやっぱり大号令というのが

推進力を高めると思います。 

 大阪府豊中市長は、市長自ら豊中デジタルガバメ

ント宣言というのを発して、戦略の策定、デジタル

技術の活用、全ての分野についての在り方を検討す

る方針を示しておられます。 

 本市の中屋市長も庁内外へ向けて、ＤＸに対する

意気込みを強く表明していただいて、全ての分野に

おいてスピーディーに推進してほしいと考えますが、

改めて市長の所感をお伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 今縷々デジタルの必要性と

いうか、社会がこれほどまでにデジタル化が進んで

きているという、こういう観点での議論であると思

います。 

 内部におきまして、これだけやはりＡＩが進んで

いきます、技術が進んでいきますとデジタルに移行

する業務と、引き続き人でないとうまく回らない業

務、これがはっきりしてくるんだろうなと思ってお

ります。 

 一般的に、どうしてもやはり人でないと、職員で

ないとうまく回らない業務というのが、例えば企画

立案業務、あるいは人対人の相談業務、これに関し

ては、幾ら技術が進んでいってもこれからやはり人

対応、こういうふうになっていくであろうなと、こ

ういうふうに言われていると思います。そして、デ

ジタル技術を活用するという話になってきますとい

うと、いわゆる定型的な業務、そういうことで区分

けがされていくと思っております。 

 そういう考え方の下に、今後、どんどんどんどん

技術進んでいくわけでありますが、これに負けない

ようにといいましょうか、追いつけるような形の人

材育成、当然必要であります。 

 そして一方で、我々の役目というのは、デジタル

を追い求めるというよりは、やはり市民の求める業

務、さっき申し上げました企画立案業務、そして人

対人の相談業務、ここはしっかりと大事にしながら、

頼りになる市役所、それでないといけないのではな

いかな、このように思っております。 

○２番（西田憲智君） 市長がお述べになったとお

り、これは人が今後要らないという話を、先ほども

言いましたが、しているということでもなくて、人

というのをこのデジタル技術によってサポートを強

化するという取組ですので、勘違いがないことが非

常にいいなと思っているところでございます。 

 先進的な自治体の取組は様々ですけれども、近い

ところでいえば佐賀県の鹿島市は、デジタル改革い

わゆるＤＸ戦略として、多くの分野にアクションプ

ランを立てて取り組んでおります。 

 今後推進する自治体と後れる自治体のＤＸ格差は

大きく広がる可能性があります。 

 本市もＤＸ推進に対する職員の理解が深まり、デ

ジタル人材が育成されて、多くの分野において市民

サービスの向上と、業務の効率化が進み、地域の活

性化と新たな価値の創出につながることを願って、

全ての一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（中里純人君） ここで昼食のため休憩いた

します。再開は午後１時20分とします。 

             休憩 午後０時05分 

             ───────── 

             再開 午後１時20分 

○議長（中里純人君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 次に、田中和矢議員の発言を許します。 

   ［７番田中和矢君登壇］ 

○７番（田中和矢君） 午前中は、ＤＸということ

で、私にとっては極めて難解な質問でしたが、これ

から四つほど大変アナログな質問をさせていただき

ます。 

 まず、第１番目ですが、浜町のアーケードの撤去

について質問をしたいと考えます。 

 戦後の最盛期には、生産者の直売所のおじさん、

おばさんたちがいっぱい見えて、そして、最盛期に

は本当にたくさんの店舗がひしめいて、市民の方々

も大変賑わいのある市場だったと覚えております。 

 その浜町アーケードが設置されて約40年以上が経

過いたしまして、現在では、大変老朽化いたしてお

りまして、そのため、危険性、見た目の悪さ、台風

時の飛来物などにより、近隣の住宅へのリスクが懸

念されるアーケードです。 
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 このアーケードは、浜町市場通り協同組合の所有

物であり、本来は、撤去については会員の負担です

べきところですが、現実的にはそのような金銭的な

余裕もありませんし、ちょっとこの会員だけの負担

でこれを取り壊す、撤去することは、現実的に大変

無理があります。 

 そこで、市や県や国などの補助制度を利用して、

何とか撤去する方法はないかと思います。そのこと

について、まずお尋ねをいたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 田中和矢議員の御質問にお

答えいたします。 

 浜町市場通りは、明治初期より市場機能を持った

商店街として栄え、大変な賑わいのある商店街であ

りました。先ほどお述べになられたとおりでありま

す。 

 昭和35年に全長131メートルのアーケードが建設

されました。その後、現在のアーケード、旬鮮市場

ぴらーど浜町が、平成３年度に国、県、市の補助金

を活用して、浜町市場通り協同組合により、建設建

替をされたところであります。 

 したがって、現在のアーケード、旬鮮市場ぴらー

ど浜町、このアーケードは建設からおよそ33年が経

過しようとする中、時間の経過とともに、アクリル

板が割れたり、現在、屋根もなく老朽化している現

状にございます。 

 これまで、台風等の影響により、天板の破損があ

り、その都度、組合において修繕をされてきている

ということであります。これまでも、平成26年とい

う記録が残っているようであります。 

 これまでも、浜町市場通り協同組合では、アーケ

ードの改修、撤去について協議され、市にも相談が

ございましたが、多額の費用がかかるために、協同

組合内の協議が整わず断念をした、こういった経緯

があるようであります。 

 御質問のアーケード撤去に対する、現時点、国、

県の補助制度でありますが、現在のアーケード撤去

等ハード事業に係る補助制度はないということであ

ります。 

 しかしながら、このままにしておくのではなく、

何らかの対策をしなければならないと考えており、

例えば、現在のアーケードを、屋根部分に太陽光パ

ネルを設置するなど、撤去だけでなく、様々な角度

から検討できるのではないかと考えております。 

 いずれにしましても、アーケードの所有者でござ

います浜町市場通り協同組合の皆様と意見交換しな

がら進めていければと考えております。 

○７番（田中和矢君） なかなか公費負担による補

助による撤去は厳しいというお話でしたが、これま

でに、まだ浜町通り会が多少は元気なときにも、こ

の撤去の話はあったんですけれども、やはり、会員

全員が一致して撤去というところまではいかず、現

在に至っております。 

 例えば、マンション等の取壊しは、今までは全員

の同意ってなっていますが、それが今回の改正で５

分の４とか、ちょっと話はずれますけれども、なか

なかそういったことで、撤去に一致して何とかって

いうところまでいってなかったと。 

 しかし、あまりにも状況はひどくて、今までも、

火野正平さんとか演歌歌手の何とかさん、長崎は雨

だったのあの人やらが来て、テレビに見ると、あれ

が映ると、せっかくいちき串木野の素晴らしいとこ

ろを宣伝していただいた後に、何か非常に見栄えの

悪い、見た目の悪い施設だと、テレビの画面からも

やっぱり見てとれました。 

 そこで、おっしゃるように、なかなか難しいとは

いえ、代替案というか、ほかの、こういうことはで

きないですかというお話もありました。 

 太陽光発電、これだって太陽光発電は、最初これ

をやるときには、１キロワット当たり37円で買って

くれていたのが、今は１キロワット当たり、買取り

価格が十四、五円と、なかなか金をかけてもペイし

ない。むしろ作らなきゃよかったというような人も

大勢います。今朝のテレビの番組でも、太陽光発電

でかなり山が荒れ、森林を切り崩されという番組も

ありましたが、何よりもこの浜町通り会に資金力が

ありませんので、これは少し言いにくいことですが、

組合の残金が、聞きましたところ、300万円あるそ

うです。それをもちろん自己資金として、足りない

分は、何とかあれをしたいと思いまして、このよう
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な質問をしているわけですが、やはり公共施設、公

共建物以外は、撤去・解体等の行政、市からの補助

は全く望みがないもんでしょうか。何とかなりませ

んか。もう一度、全くならないのかどうか、回答を

お願いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 壇上からも申し上げました

ように、現時点で、このアーケードを撤去する、こ

のことに対する国、県の補助制度というのはないと

いうことでありますので、ですから、壇上で申し上

げたのは、これを撤去する、これは前提として、今

の骨組みが大丈夫だという前提でありますが、例え

ば太陽光でもって、ＦＩＴについては、おっしゃる

ようなこういう状況でありますので、それ以外の枠

組みで何か考えられないかということを検討する余

地はないのかという、要するに、買取りではなくて

自家消費という形でもって、うまく仕組みをつくる

ことで、これが循環する、経費が賄えるという、こ

ういう仕組みは考えられないかと。 

 いずれにしましても、こういったことを組合の皆

さん方と話合いをするというのはいかがでしょうか

ということで、壇上、申し上げたつもりです。 

○７番（田中和矢君） いろいろとアドバイスをし

ていただきますが、現在、御覧のとおり、この通り

会の実際のメンバーは、３人か４人はいません。そ

の中でどうしようもない状況ですので、それは少し

金銭的にも、また、組合員の合意もなかなか厳しい

んじゃないかというところです。 

 そこで、南日本新聞の１月10日ぐらいの新聞に、

指宿市の中央通り会のアーケードを、そこの通り会

の残金が600万円ほどあったそうです。そして、残

りは県の補助を得てという、かなり大きな新聞報道

がありました。 

 その新聞報道を見て、「お、これは活かせないか

な」ということで質問しているわけですが、その辺

のところは何とかならないのか、総務課長もちょっ

と調べていただいて、どこが担当するのかちょっと

分かりませんけれど、水産商工課なのか分かりませ

んが、指宿市の例をちょっと調べていただいて、そ

の記事を書いたのは、前ここにもいらした女性記者

でしたので、もう１回詳しく聞いて、お互いに話し

合って、何とかしないと、あのままでは事故とかあ

って、賠償の問題も出てまいりますので、何とか考

えていただけないでしょうか。再度お伺いします。 

○水産商工課長（福山昌浩君） ただいま指宿市の

例をお尋ねされました。 

 確認しましたところ、指宿市の場合は、令和６年

12月に、指宿中央通りの駅前にあるアーケードを撤

去を行っております。 

 こちらにつきましては、指宿市の道路整備計画に

合わせて、指宿中央通り未来協議会という会ができ

まして、そこが事業主体となり、さらなる商店街の

まちづくりの一環での整備であります街灯の設置と

か防犯カメラの設置等と併せて、アーケードの撤去

を行ったということであります。整備費といたしま

しては、金額で2,860万円。５か年計画であります。 

 財源としましては、鹿児島県市町村振興会の市町

村振興助成金交付事業というのを活用して実施して

おられるようであります。この助成金につきまして

は、人口減少対策に資する事業に対し、市町村振興

宝くじ収益金等を活用し助成をするとなっておりま

して、地域経済活性化対策事業としても使える助成

金ということであります。 

 この指宿中央通り未来協議会におきましては、商

店街の活性化として、様々な取組を計画し実施する

こととしておりまして、それに対します助成金とな

っているようです。 

 また、助成金額としましては、最大2,000万円と

なっており、事業費2,860万円から助成金を除いた

残り860万円は、指宿中央通り未来協議会が負担し

ており、財源としましては、会費や金融機関からの

借入れ、イベントでの売上げで賄うということであ

ります。 

 ということから、いずれにしましても、通り会の

今後の在り方や撤去等を含め、いろいろな方策につ

いては、浜町市場通り協同組合の方々の意見を確認

し、協議する必要があると考えているところであり

ます。 

○７番（田中和矢君） 今の水産商工課長のお話で

は、撤去した後に、将来的に何か活動かつ利用する

見込みがないといけないというふうに聞きましたが、
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そのとおりですね。 

 そうすると、ああいうふうに、全く商工業者もほ

とんどいなく、実際３軒だと思います、やっている

のは。そして、組合の費用もないとなれば、全くこ

れはもう撤去できない。もし、あそこで飛来物、あ

るいは事故があったときの損害賠償の責任というの

は、一般的には、その組合の組合長となる。ところ

が組合長もいない、現実はいないという状況で、そ

ういうことになれば、どうなんでしょうか。 

 ちょっと弁護士でもありませんので、詳しいこと

は分かりませんが、ひょっとして、最終的には、こ

れだけ今までも何回かこの撤去について相談もあっ

たはずですので、市に何とか賠償請求がかかってく

るというふうな事態にはなりませんか。どうでしょ

うか。 

○副市長（出水喜三彦君） 損害賠償の関係につき

ましては、もうお分かりのとおり、そういった立場

にならないと思います。 

 そもそもが、建てられた経緯が、主体とすれば当

時の会員の皆様方という中で、補助を出して建設し

たということですので、今現在とすれば、財産取替

のほうだとに思いますので、そのような整理かと思

います。 

 そして、指宿の例を挙げられました市町村振興資

金、これを活用にするに当たっても、やはり次の展

開というものでもって、借入れという話もありまし

たけれども、それを回収していく、こういったスキ

ームがどうしても必要というようなところでありま

す。 

 先ほど市長のほうが、ちょっと例として申し上げ

ました太陽光の関係です。 

 そこにつきまして、その主体を、取替を皆さんに

やっていただくのか、あるいは市のほうがするのか、

いろんなパターンあるかと思います。まずは、それ

は撤去、これだけが残された道なのかという前に、

活用すべき方策がないのか、これをまず考えてみた

いと思います。 

 今当然、温暖化、脱炭素という中で、再エネの導

入拡大というのは、市にとりましても大きな取り組

むべき課題でありますので、環境省の補助金とか、

こういうものを使って、生み出した再エネを地域に

還元する術として、そこを市が担う、こういったの

が方策できないかということを検討してみたらどう

かなと思います。 

 いずれにしましても、通り会の皆様方と意見交換

する中で、その可能性を探っていきたいと思ってい

るところです。 

○７番（田中和矢君） 現在のところ手の打ちよう

がないような回答ですが、この質問をしてからあと、

副市長、市長、あるいは水産商工課長、現場に行っ

て、その状況を見てみられたことがあるか、一度お

伺いしたいんです。どうでしょうか。 

○市長（中屋謙治君） 現場の状況、壇上から申し

上げたようなこと、しっかりと現場確認いたしてお

ります。 

 繰り返しになりますが、撤去ありきではなくて、

土台が耐えられる、使えるとするというと、先ほど

副市長が申し上げたように、何なりの既存の枠組み

の中で使える補助制度をうまく活用して、太陽光な

りでもって活用する方策がないのか、こういう考え

方でもって組合の皆さん方と話をしてみたらという、

こういう考えで、今いるところでございます。 

○７番（田中和矢君） 見ていただいたということ

で、大変ありがたく思います。 

 何か撤去ではなくて、ほかに方法があるんじゃな

いかというのを、通り会の皆さん、数少ない皆さん

に、アドバイスだけでなく、ちょっと行政のほうか

ら声かけをして、方策を探ってみていただくわけに

はいきませんか。それで、最後の質問にします。こ

の項については。どうでしょうか。 

○副市長（出水喜三彦君） 先ほど、撤去だけじゃ

なくていろんな活用の仕方を検討したら、意見を交

わしながらということですので、市のほうも、意見

交換、それは任せるわけではなくて、自分たち自ら

も、通りをどうすればいいのかというその意思のも

とでお話をさせていただきたいと思います。 

○７番（田中和矢君） それでは、２番目の、小・

中学校の土曜授業についての質問をいたします。 

 この土曜授業というのは、九州では鹿児島県が唯

一、一つだけ。それから、これは毎月第２土曜日の
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授業が現在行われているんですが、これまでに様々

な経緯があったことは私も聞いております。 

 全国でこの土曜授業の実施率は、小学校で11.3％、

中学校では11.9％ということです。一つ目の質問と

しては、この小学校、中学校の平均11％ですね、大

体。これだけ低い実施率である。鹿児島県において、

これはどうして改善というか、よくなるのか悪くな

るかは別として、この実施率についての感想を、教

育委員会の方、どのように思っていらっしゃるのか、

まずお聞きします。 

○教育長（相良一洋君） ただいま田中議員のほう

から実施率について質問がございましたけれども、

鹿児島県としては、今、第２土曜日を、全43市町村

で取り組んでまいっております。 

 本市についても、一応、毎月１回、本市は４月と

８月を実施をしないということで、おおむね10回程

度ということで、今までやってきております。 

 これが本当に、11％、12％、それはどうなのかじ

ゃなくて、私は、その活動の中身、各学校が実際に

第２土曜日を取り組んでいる、子どもたちと一緒に

やっているその中身が大切じゃないかなと思ってい

るところです。 

 どれだけ楽しみに子どもたちがしているか、充実

した活動になっているか、そしてまた、地域の保護

者、いろんな方々と協力して、それを土曜日にしか

できない、利活用していくという立場で実施をして

きておりましたので、やはり取組、中身、内容じゃ

ないかなと私は把握しております。 

○７番（田中和矢君） これは、全国でも内容を考

えた上でこうなったんだろうと思いますが、本市の

教育長はそういう信念があってやっておられると。 

 それで、もう一方では、保護者、児童、それから、

この教育に携わる先生方で、この土曜授業、ほかの

教育もやられているわけですが、先生方のアンケー

トでは、80％の方がやらなくてもよいという考えを

持っておられるんですが、それはどういうことから、

そのような８割というのが出ているのか、どのよう

にお考えでしょうか。 

○教育長（相良一洋君） 今、８割というのが、教

職員がやらなくていいと。それがどの程度のアンケ

ートの結果なのかということが、私は実態としてし

っかり全体的につかんでおりませんので、ここでは

明確な回答はできません。 

○７番（田中和矢君） アンケートっていうのは、

捉え方によって、あるいはやり方によっていろんな

ことがあることは分かっていますが、それを言いま

すと、昨日の高木議員の質問に、まちづくり防災課

の宮持課長が答えていましたが、８割、８割、８割

で、すごくみんながそのことに関して何も言う立場

ではないですが、全く同じようなことが言えると思

います。 

 ただ、この土曜授業をやるようになった経緯って

いうか、それは、ゆとり教育のために学力が落ちた

と、それを補完するためにやるんだというのは当初

の理由づけっていうか、きっかけだったように聞い

ておりますが、やはりこの土曜授業をやることによ

って、学力がかなり成果があったんだろうかという

ことと、よく言われます週休２日制の問題で、土曜

日にやってしまうと、週休２日がうまくとれなかっ

たり、教員の先生方の代休の問題とか、そういった

こともありますが、私はこれを賛成、反対を、やめ

るようにとかいうんじゃなくて、どうして鹿児島県

は、ほかの県はやってない、九州で唯一というよう

なことで、どうしてもやり続けるのか、その理由が

お聞きしたくて聞いております。 

 それから、昨年11月には、教育長会議の専門部会

で、11月だったと思いますが、各自治体は教育委員

会で決め、学校長の判断でやめることができるとい

ったような趣旨の報道がありましたが、その件に関

連して、我が市の教育長はどのようにお考えなんで

しょうか。今後、どういうふうにやる方針等を持っ

てらっしゃる、考えていらっしゃるのかお聞きしま

す。 

○教育長（相良一洋君） 今後の土曜授業の在り方

についてということで、土曜授業については、学校

が家庭、地域等と連携をして、土曜日に実施するこ

との利点を活かした様々な活動や体験活動の機会の

充実を通じて、児童生徒の学びの充実につなげてい

るという成果が出てきております。 

 しかし、土曜授業の活用については、様々な考え
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方があることから、県市町村教育長会の専門部会等

で、継続して見直しや検討を行っており、令和７年

度のハッピーマンデーに関わる３連休の土曜日につ

いては、柔軟な対応なども可能とする申し合わせが

なされたところでございます。 

 引き続き、県市町村教育長会については、土曜授

業のみならず、教育課程全体の改善について、それ

を目指して、子どもたちの健やかな成長や教職員の

働きやすい環境づくりも併せて、保護者や地域関係

団体等の理解・協力を得ながら、検討を進めていく

とされておりますので、本県の他市町村の動向を見

据えて、今後、検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○７番（田中和矢君） 答弁では、県内の他市町村

の動向をよく見てということですが、本市の教育関

係のトップである相良教育長の基本的な考えを、端

的にお聞きします。他市町村の動向ではなくて、教

育長はどう思っていらっしゃるのか、聞かせてくだ

さい。 

○教育長（相良一洋君） この件につきましては、

やはりまだ議論の余地がいろいろあるかと思います

ので、ここでは話ができません。 

○７番（田中和矢君） これ以上聞いても、教育長

も答えにくいでしょうからやめますが、しっかりと

このことは、メリット、デメリットいろいろあると

思います。保護者、児童、教職員の皆さんのこと。

それにしっかりとこのことも考えていただいて、な

るべく早めに結論を出していただければと思います。 

 偶然ですが、県議会でも、たまたまこのことを質

問している県議会議員さんがいらしてびっくりしま

した。やっぱり同じようなことを質問する人がいる

んだなあと思っております。 

 どうか早めに結論を出していただけるようにお願

いいたします。 

 それでは、三つ目の、部活動の地域移行導入後、

指導者への謝礼、あるいは運営費などの面で、保護

者の負担が増える可能性があると。それで、家庭の

貧しさ、困窮度合いによる家庭の経済格差が、子ど

もたちの、小・中学生の体験格差につながらないよ

うにするために、市からの部活動に対する補助、私

は全額補助というふうに、今回は質問するわけです

が、この補助が必要ではないかと考えるのですが、

いかがでしょうか。 

○教育長（相良一洋君） ただいま、部活動の地域

移行に関する保護者の補助金についてでございまし

たが、現在、本市では、休日の部活動地域移行に関

して、国の委託事業を受けて取り組んでおります。

地域指導者の謝金は、国の委託金により支払ってい

るところです。 

 本事業については、自治体による持続可能な運営

という観点から、一部受益者負担が義務づけられて

おり、スポーツ安全保険の加入金である1,850円は

受益者負担としております。 

 今年度７月に実施した保護者アンケートによると、

部活動が地域移行される場合の経費の妥当金額は

3,000円以内と回答した保護者が最も多かったです。 

 地域指導者の謝金については、時間単価1,200円、

上限を年間156時間としており、この設定は、実証

事業が終了し、仮に受益者負担となった際にも、保

護者の金銭的負担を極力抑えられるように考慮して

おります。 

 部活動の地域移行に際しましては、体験格差を生

まないようにするための支援の在り方については、

今後もモデル校として取り組む市来中学校及び串木

野中学校における実証事業を通して検証を進め、地

域部活動推進協議会において、継続して協議をして

まいりたいと考えております。 

 また、先行的に取り組んでいる他の自治体と情報

を共有しながら、持続可能な部活動の地域移行の在

り方を検討していきたいと考えております。 

○７番（田中和矢君） これは、実証の間、国から

の補助は出るということですが、あと３年ぐらいで、

この実証、何て言うのかな、それが、補助も出なく

なるわけですが、その後はどうされるのか、再度お

願いいたします。 

○教育長（相良一洋君） ただいまアンケートを実

施をしまして、大体3,000円以内であればというの

が、大体70％以上ございます。アンケートの結果、

保護者がですね。 

 そうしますと、部活動費、または、今の地域移行
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の活動費、それ等における、おおむね７割以上の人

たちが3,000円以内であればという回答が出てきて

おりますので、十分、今のクラブに所属している子

どもたちも、幾らかやはり活動費を出しております

ので、そういうところで、実際、持続可能なやり方

が実施できるのかなと思います。 

 いろんなことに対応して、また、他地区との関連

性を持ちながら検討していかないといけないという

課題はあるかと思います。 

○７番（田中和矢君） 現在、我が市で部活動をや

っている生徒児童の皆さんが、大体、部活動にどの

くらいかかるのか把握されていれば、その金額を教

えていただけませんか。 

○教育長（相良一洋君） 現在、部活動費として月

に2,000円ぐらいは集めているんじゃないかなと思

います。 

○７番（田中和矢君） 子どもに好きなことをやら

せたいという親心で、本当に困窮した家庭、先ほど

言った経済格差の真っただ中にいるような家庭では、

自分が食事をとか、いろんなものを制約、我慢して、

子どもに部活動をさせているというような話も直接

聞きます。 

 それで、やはり、この経済の格差が、先ほどから

言いますが、体験格差、最近、格差、格差という言

葉が、非常に私、耳に、目につくんです。教育的な

面でいう体験格差というのは、相良教育長は、この

体験格差というのは、教育の立場ではどのようなこ

とがあるのかを、ちょっとお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○教育長（相良一洋君） 本市の部活動加入率は

50％あまりでございますけれども、やはり、今、体

験格差というのが話に出ましたが、実際、部活動に

入ってやりたいと思っている子どもも本当いると思

います。しかし、そういう子どもも、体験格差とい

う言葉からして、経済的に負担ができないという御

家庭もあるかと思います。 

 ただし、やはりそこを今、いろんな国の補助をも

らいながら、部活動を移行していこうと、また、展

開していこうとする中で、本市の実情をしっかりま

た把握しながら、協議会で検討していかないといけ

ない課題かなと思っているところでございます。 

○７番（田中和矢君） 教育長からいろいろと答弁

いただいているんですが、市長もこれに無関係では

ないと思います。 

 今現在、我が市では３つの無償化ということで、

本当に皆さんが注目していますが、この３つの無償

化に加えて、この部活動の負担金の補助はできない

ものか。 

 それから、最後にある制服の補助についても同じ

ことですが、やっぱりそれを実施すれば、我が市は

非常に子どもにとって、あるいは子育てについて、

非常に熱心な、しかも温かみのある市だということ

で、ますますいい効果が得られると思うんですが、

教育長の立場では、ああいう今おっしゃったような

回答なんですが、市長は、部活の保護費などの負担

金の補助についてはどのようにお考えなのか、お聞

きします。 

○市長（中屋謙治君） 今のこの部活動の地域移行

に関するアンケートでは、3,000円以内というのが

一番多かったという話であります。 

 そして今、現に部活動に入っていらっしゃる方、

部活動費ということで平均しますというと、皆さん

2,000円平均でもって部活動費というのを払ってい

らっしゃる。今、実証期間というんでしたっけ、実

証事業が行われている。この分に、3,000円、そし

て加えて2,000円という話になりますというと、

5,000円。この3,000円がこの2,000円のこれに含ま

れるのかどうかという実証事業が終わった段階で、

どれぐらいの保護者の皆さん方の負担になるのか、

そしてどういうふうに影響があるのかという、これ

はその時点で、もっと詳しく検討する必要があるな、

このように私は思っております。 

 仮に、これが上乗せという話になりますというと、

今2,000円払っているものが、3,000円上乗せされて

5,000円という話になってきますというと、本当に

それでいいのかどうかというのは、これ議論の余地

があるんじゃないのかなという気がいたしますので、

実証事業終わった段階でもって、ここら辺はさらに

検討する必要があるんじゃないか、このように思っ

ております。 
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○７番（田中和矢君） 実証事業は、もうあと恐ら

く１年で終わると思います。それが終わって急に

2,000円とか3,000とか、あるいは5,000円とか、そ

うなると、実際、子どもたちは部活動を続けていけ

なくなりますので、そうなる前に、ぜひ検討して、

実証事業が終わったときには、すぐ、市はどういう

ふうにするかということも含めて検討していただき

たいと思いますし、先ほど来、何回も申し上げます、

体験格差につながらないように、ぜひ、そして、こ

ういったいろんな経験をし、勉強、勉強というのは

スポーツも文系的なことも含めてですが、体験する

ことによって、その子が、児童が、生徒が、将来的

にいろんな豊かな経験を積んで、そして、そうする

ことによって、自分で自立できる、そういうことが、

将来的には、結婚のしやすい生活状況になれるとか、

ともかく、最近、この格差ということと、子どもた

ちの、結婚をできない、したいけれどもできない、

そういうのも経済的なところによるものがかなり大

きいですので、ぜひ、財政的には非常に大変だとは

思いますが、熱心に取り組んでいただければと思い

ます。 

 そういったことで、できるだけその事業を終わっ

てすぐパッと切り替えることが難しいですので、今

からでも、ぜひ検討していただきたいと思いますが、

そのことについては、教育長なり、どうでしょうか。 

○教育長（相良一洋君） 先ほど来、やはり協議会

が立ち上がっておりますので、その中で、やはり検

討していかないといけないことだろうと思います。 

 また今、実証事業をやっておりますし、今度４月

から、串木野中学校でもまた本格的にやっていきま

すので、そういう中で両校の実態を把握しながら、

しっかり課題を解決できるように検討してまいりた

いと思います。 

○７番（田中和矢君） 先ほどの答弁にもありまし

たが、他市の状況をよく見て、それはもちろん他市

の状況もよく見てやることになるんでしょうけれど

も、市独自の、よく前の市長も、現在の中屋市長も

おっしゃいますが、他市に先んじてという言葉を使

われます。その中の一つとして、部活動の補助金と

いうのもやってもらって、今続けています３つの無

償化にプラスしてやれば、非常にいろんな意味で、

いちき串木野市の伸びにつながると思いますので、

ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

 それでは、最後の四つ目ですが、中学新１年生、

中学生全部の制服のことではなくて、中学に上がる

新１年生の制服購入費の全額補助についてお伺いし

ます。 

 来年、８年４月から、中学校の統廃合が実施され

ます。これを機会に、中学新１年生の制服の購入費

を全額補助できないか、伺います。 

○教育長（相良一洋君） ただいま、中学１年生の

制服購入費補助についてでございますけれども、本

市においては、令和６年２月から学校給食費を無償

化するなど、３つの無償化に取り組んでおります。

子育て世代の負担軽減を図り、安心して子どもたち

を産み育てやすい環境づくりを推進しているところ

でございます。 

 小学校や中学校に進学する際、制服をはじめ、か

ばんや体操服、通学用の靴、副教材などのものを購

入する必要がありますが、経済的な理由により就学

が困難と認められる小・中学生の保護者に対して、

就学援助制度により、入学前に、中学校では６万

3,000円の入学準備金を支給しております。 

 現在の段階では、それ以上の支援については考え

ておりません。 

○７番（田中和矢君） 今、就学援助をして、６万

3,000円の就学援助を受けている要保護、準要保護

というんですか、それから生活保護受給者も含めて

なんでしょうけれども、確か学校給食費の無償化を

私が続けて二、三回やったときにも、最初の答弁で

は、全くこのような、「要保護とか準要保護の人た

ちにやっている。そのほかは考えていない」という

答弁だったですが、それがやはり、何回も熱心に要

請、質問をすることで、今、３つの無償化の一つと

して実現できています。 

 これもやはり、思ったとおり、教育長の答弁では、

就学援助をしてやっているからということですけれ

ども、私は、こういったものはやっぱり、収入の多

い少ないではなくて、所得制限なしでやるべきだと

思います。 
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 そうしないと、受ける側、保護者、子どもたちも

含めて、非常に精神的ないろいろなものに敏感な年

代ですので、考えますので、私が３番目に言った部

活の保護者負担の免除についても、今回の４番目の

この制服の全額補助についても、やはり条件をつけ

ないでやらないと、分断を生むと思います。 

 最近、「格差」「分断」、しょっちゅう、１日の

うち何回も何回も聞いている言葉ですが、やはり収

入による差別をしないでやっていただきたいと思い

ます。 

 そこでお聞きしますが、現在、中学１年生は、今

年の４月、７年度４月の新１年生は、全部で何人に

なる予定でしょうか。 

○教育総務課長（吉永康彦君） 来年度の新１年生

ということですが、一応、今のところ、異動状況を

見ているところでございますが、しっかりとした数

字を手元に持ち合わせておりませんが、約200名ほ

どと思います。それと、令和８年度は、それよりも

ちょっとさらに低くなりまして、190人程度と考え

ております。 

○７番（田中和矢君） いちき串木野市の教育行政

というこの資料によりますと、来年度もおっしゃる

とおり、約200名の方、もちろん移動なんかによる

多少の数字の変化はあるでしょうけれども、200人

ぐらいと。 

 ちょっとだんだん、６年生の数を今、200人ぐら

い、そしてあと見ていくと180人ぐらい、169人と、

どんどん減っていきます。この教育行政資料で。 

 そして、先日、昨年が103人の出生数と。一昨年

が103人と、偶然同じ人数です。大体100人前後の生

徒、これでいいと思います。入りとか出とかあるで

しょうけれど。やっぱり100人ぐらいで、例えば、

制服が、夏冬合わせて幾らかかるのか、大体価格は

幾らと把握されていますか。 

○教育総務課長（吉永康彦君） 中学校の制服の値

段の御質問だったと思います。 

 現在、議員も御存じのように、中学校再編にわた

りまして、制服の見直しを、今、実施しているとこ

ろでございます。 

 その中で、一応、来年の新１年生からは、串木野

西中学校にある制服にそろえたらどうかということ

で、来年度それを実施する予定です。 

 そのことから、今、串木野中学校の、まず男子の

場合、上着と夏服ズボン、スカート等を一応そろえ

た場合に限りますが、男子の場合が５万3,100円、

女子の場合が５万2,000円となっております。 

 また、市来中学校につきましては、既に見直しを

行いまして、今、男子、女子ともズボン、スカート

は夏服兼用というのを利用しております。そういっ

たことから、若干価格が下がるんですが、男女とも

３万7,290円というような状況でございます。 

○７番（田中和矢君） 制服が夏冬合わせて大体５

万円ちょっとだということで、去年、一昨年生まれ

た子どもたちは100人として、５万円掛ける100人だ

と500万円。現在は160何人と170人ですので、800万

円。この程度の金額なら、財政難とはいえ、いろい

ろと大変でしょうけれども、税金の無駄を徹底的に

やることによって、こういった教育にかけるお金を

つくっていただいて、そうすることが、市の発展に

つながると思います。 

 やっぱり教育というのが、私は、市のやるべき仕

事はいろいろあるでしょうけれども、一番大事だと

思いますので、そういった意味でも、制服の補助を

やってみたらどうでしょうか。ふるさと納税を使っ

たり、それから具体的なことを言うと当たり障りが

ありますので申し上げませんが、七、八百万円の金

額はどこからでも出てくると、私は思います。 

 これは大事な800万円ですので、ぜひ検討してみ

ていただきたいと思いますが、教育長、それから市

長、お二人に、まず、教育長はどのようにお考えで

しょうか。 

○教育長（相良一洋君） 先ほども答弁をいたしま

したけれども、本市においては、令和６年２月から

学校給食費を無償化するなど、３つの無償化に取り

組んでおります。 

 子育て世代の負担軽減を図り、安心して子どもを

産み育てていく、そういう優しい環境づくりを推進

しているわけですけれども、学校給食費の無償化で

は、約１億円の財源が必要とされますが、併せて食

材価格上昇分に伴う財源の確保も必要です。ちなみ
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に、令和６年度及び令和７年度の食材価格上昇額は、

それぞれ前年度よりも約1,000万円ずつ増えてきて

いる状況でございます。 

 今後の食材高騰に伴う価格影響は分かりませんが、

これまでどおりの児童生徒の栄養バランスや量の確

保を図るとともに、子育て世代の経済的、心理的負

担の軽減に努めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

 なお、先ほども申し上げましたけれども、経済的

な理由により就学が困難と認められる小・中学生の

保護者に対しましては、就学援助制度の入学準備金

を支給しておりますので、現段階では、それ以上の

支援については考えていないところでございます。 

○市長（中屋謙治君） 先ほど、保護者負担という

ことで、部活動費の関係、そしてただいまは制服購

入費を全額補助できないかという、かばんとか体操

服とか通学用の靴とか、もろもろ準備をしなくちゃ

いけないわけであります。 

 先ほどの部活動の話でありますけれども、部活動

で、今、中学生、部活動やっている子どもたちが半

分ちょっとということを聞いております。 

 私は、子ども時代、夢中になるもの、熱中になる

もの、自分がそこでもっていい経験もするし、苦し

い思いもすると。これは、子ども時代にそういう経

験するというのはものすごく大事だと思うんです。

大人になってからの大きな糧になると思います。そ

ういった意味で、１人でも多くの子どもたちが、そ

ういった部活動を通じて経験をしてもらう、これは

貴重なことだろうと思っております。 

 そういった観点で、先ほど申し上げたつもりです

が、現在平均2,000円の部活動費、これに新たに地

域移行に伴って、これが3,000円上乗せされるとす

るというと、負担としてはかなり重く感じられるん

じゃなかろうかと。 

 そのことをもって、そういう貴重な経験、貴重な

年代というのを無駄に過ごしてしまうというのは、

これはいかがなもんかなという。 

 ですから、そのことについては、その時点でどれ

ぐらいの負担になるのか、あるいは子どもたちが、

親御さんたちがどのように感じられるかというのは

しっかりと聞き取りながら、対応は考えるべきだろ

うと思います。 

 そして今、制服の話であります。保護者のほうか

らしますというと、制服代もかばん代も靴代も、こ

れ全額助成があれば、それにこしたことはないと思

います。 

 しかしながら、限られた財源の中でもって、どれ

だけをという話になってきますというと、私ども３

つの無償化ということで、今、取組をさせていただ

いております。これにつきましては、現在の少子

化・人口減少、これを何とか歯止めをかけたいと。

いろんな要因があって、この少子化というのはある

んでしょうけれども、その最大の要因として、それ

は経済的な不安、あるいは心理的な不安という、こ

の部分がある。ですから、経済的なこの部分を少し

でも、そしてなおかつ、特に、保育料の無償化であ

ります。３歳以上は全国どこでもですが、０～２歳

に関しては、本市独自で、親御さんたち、０～２歳

の子どもさんを抱えて、働こうにも働けない。本当

は２人、もしくは３人欲しいんだけれども、１人が

もう精いっぱいだよなというような話も聞いており

ました。 

 そういうことで、０～２歳ですけれども、預けな

がら働く、経済的な余裕ができた、そして預けなが

らということであれば、１人と思っとったけれども、

２人でも大丈夫かもねと。こういうことで心理的な

安心感を得られたと、こういう話も聞いております。 

 こういうことで、制度を設けることでもって、長

い目で見て、子育て、親御さんたちのこの負担軽減、

そして、人口減少・少子化に歯止めがかかると、こ

ういうふうに結びついていくような政策を優先して

やるべきではないのかなと、このように思っており

ます。 

 制服の助成がそういうものに当たるのかどうか、

そういう観点で検討すべきかと思っております。 

○７番（田中和矢君） 我が市は非常に、最近評判

がいいです。３つの無償化をはじめ、住民の移転、

そういったものについても評判がいいですので、ぜ

ひ、今、市長が言われたようなことを念頭に頑張っ

ていただきたい。国が、学校給食も、今、話題にな
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っていますし、それに加えて高校の無償化、我が市

の後追いをしている感じですので、ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（中里純人君） 次に、吉留良三議員の発言

を許します。 

   ［５番吉留良三君登壇］ 

○５番（吉留良三君） お疲れさまです。今日の最

後、３点ほどの議論をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず１番目は、地方創生と若者・女性に選ばれる

まちづくりについてであります。 

 地方の若者流出が止まりません。東京一極集中か

ら地方分散型社会を狙った地方創生事業も、10年を

経過しました。政府も、若者・女性に選ばれる地方

をつくれなかったとして、東京一極集中が進んでい

ることを認めて、新たな方針を出そうとしておりま

す。 

 地方は深刻です。本市もこれまで、今も議論が

様々ありましたような３つの無償化とか、関係人口

を増やす様々な施策を打って、職員の皆さんも地域

とともに、必死な取組が進められてきました。 

 政府がうまくいかなかったという反省の現時点10

年目を迎えて、本市のこれまでの地方創生の取組の

成果をどう考えるか、まず、市長にお伺いしたいと

思います。 

 壇上からの発言を終わります。 

○市長（中屋謙治君） 吉留良三議員の御質問にお

答えをいたします。 

 本市のこれまで10年の地方創生の取組についてで

あります。本市はこれまで、直面する最大の課題で

あります人口減少・少子化に歯止めをかけるべく、

平成27年にいちき串木野市まち・ひと・しごと創生

総合戦略を策定いたしております。 

 第１期の総合戦略では、産業振興によります定住

促進や次世代を担う人材の育成支援、地域コミュニ

ティの活性化など、全部で49の個別施策により、ま

ち・ひと・しごと全体の好循環の創出による地方創

生、これに取り組んできたところであります。 

 令和３年度からの第２期の総合戦略では、子育て

をしやすい環境整備、さらに移住・定住促進策の充

実、まちの魅力向上など、第２期では、全部で26に

絞っております。26の個別施策を展開しているとこ

ろであります。 

 特に、令和５年度からは、若者や子育て世代に重

点を置いた施策を展開し、定住促進補助金及び３つ

の無償化を柱とする子育て支援策の充実によって、

子育てしやすい環境整備を図り、若者世代の転出を

抑制し、移住促進に取り組んでいるところでありま

す。 

 この10年間の取組では、３つの無償化をはじめ、

様々な経済的支援によります子育て世代の暮らしや

すさが向上したほか、2013年当時の人口の推計値よ

りも人口減少ペースの緩和、令和５年度は転入超過、

そして消滅可能性自治体というのがありましたけれ

ども、この消滅可能性自治体からの脱却、こういっ

た一定の効果・成果があったものと考えております。 

 しかしながら、若者や子育て世代、特に女性の減

少率は依然として高く、それに伴う出生数の減少な

ども課題であると考えております。 

 国においては、地方創生10年の取組の成果と反省

を活かし、地方こそが成長の主役という発想に基づ

いて、地方創生2.0として再起動、若者や女性に選

ばれる地方イノベーション創生構想など五つの柱を

設けて、これらを推進することで、人口減少対策に

つなげるとしております。 

 こうした国の動向を踏まえ、本市におきましても、

これまでの10年の取組による成果をより確実なもの

にするため、これまでの経済的支援、子育てしやす

い環境づくりの取組のさらなる充実を図るとともに、

若者、女性を引きつける魅力あるまちづくりを推進

していきたいと考えております。 

○５番（吉留良三君） 今、お答えいただきました

が、とりわけ最近、移住・定住といいますか、プラ

ス傾向を感じるところでありますが、全国的に見る

と、こういう状況の中で、地方と大都市との取り合

いではなくて、お互いが維持、持続可能な社会をつ

くるためにも、また頑張っていかなければいけない

んじゃないかなと思います。 

 そうした中で、政府も、様々今、10年間の反省で

出している点ですが、若者・女性に選ばれる地方を
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つくるため、手始めに、自治体の雇用改善に取り組

み、会計年度任用職員の制度見直しや兼業・副業の

弾力化に言及をしています。 

 これまでにない思い切った施策が求められている

と思うんですけれど、これまでの行政改革で人減ら

しが求められ、地方の疲弊は本当にすごいものがあ

ると私は思います。市民サービスの観点からも、職

場は限界に来ているんじゃないかというふうに考え

ます。 

 思い切った働き方改革も、まず自治体が率先して、

若者・女性の雇用を引き受けて地方を守る、そうい

う決意が必要だと私は思います。政府も、それを手

始めに、自治体の雇用改善などを述べているわけだ

というふうに思います。 

 そうした中で、自治体の雇用改善に取り組む必要

があると考えますが、具体的には、今、正規334人、

会計年度任用職員251人という数字が、本市でもあ

るわけですけれども、政府も言っている会計年度任

用職員の制度見直し、主には女性が働いているわけ

ですけれども、働きづらさ、そういう１点として、

雇い止めとかあるわけですが、そういう制度見直し

を考えていないか、まず伺います。 

○総務課長（岡田錦也君） 会計年度任用職員の制

度の見直しについてでございます。 

 会計年度任用職員は、令和２年度に国が制度を創

設したもので、地方公務員法の規定に基づき、任用

される非常勤職員でございます。 

 本市においても、国の制度に基づき運用するとと

もに、国から制度の見直しについて通知等があった

場合は、見直しを行っているところでございます。 

 今後も国の動きを注視しながら、制度の見直しが

あった場合は、適切に対応してまいりたいと考えて

おります。 

○５番（吉留良三君） 今、申し上げましたように、

とにかく本市でも43％程度の会計年度任用職員が働

いておられて、重要な役割を果たされています。 

 必要かつ重要な職種においては、会計年度任用職

員から正規雇用として、キャリアアップによる安定

的な市民サービスを提供するべきじゃないか。まさ

に、市民に頼られる市役所づくりについて、そうい

う点も非常に大事な観点だと思いますが、これにつ

いてはいかがでしょうか。 

○総務課長（岡田錦也君） 会計年度任用職員の正

規化、また、キャリアアップについてでございます

が、会計年度任用職員は、地方公務員法で、１会計

年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職と位置

づけられており、正規職員と役割分担を行いながら、

一般的な業務や資格を有する専門的な業務を担って

いただいております。 

 また、任用につきましては、国のマニュアルに基

づき、業務の実施計画や業務量、業務の内容や責任

の程度などを踏まえて判断しているところでござい

ます。 

 なお、会計年度任用職員でも可能な職種であって

も、近年、主任介護支援専門員、社会福祉士、管理

栄養士、歯科衛生士など、必要に応じて正規職員を

採用しているところでございます。 

 議員が述べられておられます会計年度任用職員の

正規化につきましては、職場の実態把握や業務の整

理を行いながら、令和７年度中の定員管理計画の見

直しの中で検討してまいりたいと考えております。 

 また、キャリアアップにつきまして、これは正規

職員でも会計年度職員でも関係なく、社会人であれ

ば当然取り組むべきだと思っております。そのこと

が組織の持続的な成長を、また市民サービスの向上

に不可欠であると認識しております。 

 今後も、ＤＸなどを活用した業務改善への取組、

研修の受講、資格取得などを職員に啓発を行い、キ

ャリアアップと組織強化を図ってまいります。 

○５番（吉留良三君） 言われたように、会計年度

任用職員も、時間とか職種とか様々ありますが、だ

から、一挙にということには当然ならないかもしれ

ませんが、必要とする重要な職種においては、徐々

に徐々に正規化することで、政府も求めている地方

の安定した職づくり、それから市民サービスの向上

を含めて、決断をしていくべきときに来ているんじ

ゃないかと思います。 

 そこで、そのように、若者・女性を地方が引き受

け、地方がというか、まず率先して行政部門が引き

受けて、今こそ人への投資を決断すべきじゃないか
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と思います。 

 午前中も、デジタルのお話もありました。だけれ

ど、やっぱり人でなければできない部分も含めて当

然あるわけで、やっぱり最後は人の力ということに

なっていくと思うんですけれども、とりわけ最近は、

大規模災害とか高齢化等によって、やっぱり最後は

市役所頼みといいますか、そういう部分もあるし、

災害等でも、やっぱり男でない、女手の必要な部門

とか、様々災害への対応も含めて、やっぱりそうい

う人に投資をして地方を守っていくと、そういう観

点から、ポジティブに考えていただいて、ただ人件

費がどうこうじゃなくて、やっぱり地方に人を投資

して地域を守っていく、そういうことを私は、今、

政府も10年間の反省で言っていると思うんですけれ

ども、そういう観点でやっていく、災害対応を含め

て考えてよろしいと思います。 

○総務課長（岡田錦也君） 今後の職員採用の考え

方ということでの質問だと思いますが、人口減少社

会に対応するため、厳しい財政状況が今後も見込ま

れる中、類似団体と比較するなど、客観的に分析し

ながら、必要な職員を計画的に採用していくことが

重要と考えております。 

 令和７年度中の定員管理計画の見直しの中で検討

し、災害対応も含め、適切な人員配置を目指してま

いりたいと考えております。 

○５番（吉留良三君） 最近、政府がこういう10年

間の反省を示した中で、マスコミ等も様々なこの課

題について取り上げています。 

 そうした中で、依然として、ローカル志向の若者

が多いということが出されました。15歳から29歳で

調べた中で、45.6％が地方を志向している。 

 それから一方では、賃金格差や地方の働きづらさ、

これがあって東京に出てきたといいますか、若い女

性はとりわけ、男女の役割分担とか田舎の因習とか、

それから一番の課題であります、適当な仕事がない

とか、そういうことから、なかなか東京一極集中が

止まらない。東京に行っても、逆な面で住みづらい

点もあって、子育てになっていけないという点もあ

るように言われています。 

 そうした中で、一方で、地方で働きやすい環境と

いいますか、若者・女性に選ばれるための施策をさ

らに強化して、人口減少やＵターン推進に取り組む

べきではないかと思うんですけれど、そのことにつ

いてお答えを願います。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 若者や女性に選ば

れるための取組についてであります。 

 本市の最重要課題であります人口減少・少子化は、

若者や子育て世代、特に女性の流出が大きな要因の

一つであると考えております。 

 そのため、令和５年度から、子どもや若者を中心

とした施策を重点的に取り組むとともに、イクボス

企業応援助成金など、子育てしやすい環境づくりに

取り組んでいるところであります。また、今年度か

らは、学校給食費などの３つの無償化や定住促進補

助金の充実など、経済的支援の充実に取り組んでい

るところであります。 

 若者や女性が定住するためには、これまでの経済

的支援による子育てしやすい環境整備に加えまして、

若者や女性に選ばれる魅力あるまちづくりが重要で

あると考えております。 

 そのため、令和７年度につきましては、男女共同

参画推進条例を制定し、多様なライフスタイルが受

け入れられる環境づくりを市全体で取り組むととも

に、若者がチャレンジできる場の提供や女性の働き

方の支援など、若者や女性が多様な働き方を選択で

き、働きやすい職場づくりに取り組むこととしてお

ります。 

○５番（吉留良三君） 30年間、賃金水準が上がっ

ていない中で、地方の疲弊した中で、やっぱりここ

で雇用を確保していくためには、国も言っています

ように、自治体が率先して雇用改善を取り組んで、

地方に人を引き受けるという観点が必要じゃないか

と思います。 

 今、言われましたことを含めて、ある意味では、

市役所がといいますか、市役所内の労働条件も含め

て、率先して改善しながら、地域の公務先行型とい

う地方の現状があると思うんですけれども、そうい

うことも含めながら、やっぱり地方に人を残してい

く様々な取組をさらに進めなきゃいけないと思うん

ですが、その一つとして言われているのは、アンケ
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ートでも、東京に行く若者・女性が言っている中身

でいうと、一つは男女間の賃金格差の是正、そのこ

とが求められると思うんですけれど、これについて

はいかがでしょう。 

○総務課長（岡田錦也君） 男女間の賃金格差はな

いかということでございますが、市の職員の給料に

つきましては、市の条例、規則や任命権者の任用に

よって運用しております。 

 係長、課長補佐、課長など、職務における差は若

干ございますが、男女間の格差はないと認識してい

るところでございます。 

○５番（吉留良三君） ただ、忘れがちというか、

中途採用を含めて、様々な人材を引き受けなきゃい

けないということになってくると、この間、自治体

の職場でずっとあるんですが、やっぱり民間歴の評

価が問題になって、中途採用者の不均衡是正とか在

職者調整というか、そういうこともやりながら士気

高揚策をとっていかないと。昔はやっていました。

どこでもやってたと。今、どうか分かりませんが。

そういう課題もあると思うんですが、中途採用をど

うしてもとらなきゃいけない職種も含めてあります

よね。今後もそういう人材を引き受けるとすれば、

そういう不均衡是正等の考えは、現状はどうですか。 

○総務課長（岡田錦也君） 採用時に職歴換算を行

いながら、適正な給料計画については決定はしてい

るところでございます。 

 今後また、最近、中途採用者も社会人枠というこ

とであることから、それについてもちゃんと、これ

までの職歴換算をしながら、給料の適正な支給のほ

うはしているところでございます。 

○５番（吉留良三君） ただやっぱり、任用とか

様々な点で、私は現実に声も聞いていますし、これ

までの今後の職場ではずっと課題としてあると思い

ます。ぜひ検討してみてください。 

 やっぱりいつかは、民間にいようと、経験をして

入ってきて、市民サービスに、公務に就いているわ

けですから、そういう点があると思います。それは

また、検討してください。 

 二つです。 

 兼職・副業の緩和なども、今度の政府の中にも出

ていますが、そういう政策も必要じゃないかと思う

んですが、実は、５日の南日本新聞に、県職員の二、

三十代の半数が兼職を希望するとかいう記事も出て

いましたが、そういう観点からも、この点はいかが

でしょう。 

○総務課長（岡田錦也君） 公務員の副業につきま

しては、公務員の信用失墜行為の禁止、守秘義務、

職務専念義務の３原則から、従前は制限されてきま

したが、平成29年に、兵庫県神戸市で全国で初めて

副業で報酬を得ることを認める取組をしたことを機

に、国家公務員の副業解禁に向けた動きをはじめ、

自治体でも副業解禁が広がっており、全国の地方公

務員の副業の許可件数は、令和５年度実績で約４万

件となっている状況でございます。 

 本市におきましても、市の規則等の考え方はあり

ながらも、本業に支障がないと考えられる場合にお

いて、公益性が高く、地域貢献になるような活動に

ついては、全て認めているところでございます。 

 今後も、公務員の副業解禁に向けた取組は加速化

すると思われますので、職員に対しても周知を図っ

てまいりたいと考えております。 

○５番（吉留良三君） 地方公務員法で、兼業は許

可を受けてとありますよね。市は、こういう場合は

という何か指針みたいな、基準みたいなのはあるん

ですか。それとも、その都度の判断で許可をされて

いるんですか。 

○総務課長（岡田錦也君） 特に、要綱とか指針と

かはございません。 

 先ほども申しましたが、伝統行事、地域のイベン

ト振興に係る活動、地域の防災、防犯に関する活動

等について、そういう活動があると考えているとこ

ろでございます。 

○５番（吉留良三君） 地域の現状を見ますと、今

後、やっぱり政府も認めているのは、やっぱりそう

いうこともあるかと思うんですが、地域のコミュニ

ティへの活動への期待、それから人材確保の観点か

らも、兼業・副業の見直しについては、柔軟にやっ

ていただきたいというふうに思います。 

 それから、三つ目です。 

 出産を機に正規減のＬ字カーブ解消について取り
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組んでいる施策についてはどうですか。 

○総務課長（岡田錦也君） 近年、少子高齢化社会

で、国は、育児・介護と仕事の両立を目指しており

ます。 

 本市においては、育児に関する支援の一つとしま

して、産前・産後休暇や育児休業などの制度がござ

います。特に、正規職員については、全ての女性職

員が、個人的な事情を除くと、これらの休暇を取得

後、職場に復帰されますので、現在、出産を機に退

職される女性職員はいないものと考えております。 

 なお、復帰後についても、育児短時間勤務や部分

休業など、様々な制度があり、制度としては充実し

ているものと考えております。 

○５番（吉留良三君） 復職後の支援はどうですか

ね。休暇後の復職後の支援、例えば研修を含めてと

かいろんな、長期休暇した場合の支援とか。 

○総務課長（岡田錦也君） 復職後の支援、また復

職前と同じ職場に復帰できることで、先ほど申しま

したが、その後の支援といたしましては、育児短時

間勤務とか、また部分休業、そういう制度を活用し

ております。 

○５番（吉留良三君） 市長がイクボス宣言とかさ

れているわけですけれど、男性の育児休暇取得の現

状はどのようになっているでしょうか。 

○総務課長（岡田錦也君） 男性の育児休業でござ

いますが、本市は、令和４年５月に、市長のほうが

イクボス宣言を行っており、近年、本市の男性職員

については、妻の出産に伴い、半数以上が育児休業

をしている状況でございます。 

○５番（吉留良三君） 様々な休暇のとり方を含め

てあると思うんですけれど、どうしても、職場、現

場では様々な支障が出ると思うんですが、働きやす

い職場づくりという観点でいうとどうでしょう。あ

と補充とか、あとのフォローとか。 

○総務課長（岡田錦也君） 周りの職場の対応とい

うことでよろしいですかね。 

 育児関係の休業等における対応ということで、代

替職員の配置や現在いる職員への時間外勤務手当で

の対応など、ほかの職員の御理解・御協力のもと、

休業職員の業務内容や休業期間など、その都度、状

況に応じて対応しているところでございます。 

○５番（吉留良三君） そこの関係制度ですが、先

の議会でも言われしたが、働きやすい職場、カスハ

ラなどのない職場づくりという観点ではどうでしょ

う。 

○総務課長（岡田錦也君） カスタマーハラスメン

ト対策ということで、これは、職員を守るという観

点から、近年、民間・公務を問わず、急速に拡大し

ているところでございます。 

 本市においては、不当要求行為等の防止に関する

要綱を平成17年に告示し、不当要求行為等の一つと

して、カスタマーハラスメントに該当する行為を定

義し、職員に周知しているところでございます。 

 また近年、ＳＮＳの普及により、全国的に職員の

実名がネットにさらされ、拡散されるカスタマーハ

ラスメントが多発していることに鑑み、本市におき

ましても、カスタマーハラスメント対策の一つとい

たしまして、職員の名札を、令和６年６月に、フル

ネームから名字のみに変更したところでございます。 

 そのほか、カスタマーハラスメントの対策の一つ

として、悪質な電話があった通話内容を録音するた

め、市の電話機の一部に録音機能を実装しておりま

す。 

 近年、厚生労働省がカスハラ対策企業マニュアル

を策定するなど、国も力を入れており、他市におい

ても、カスタマーハラスメント防止ポスターによる

市民への啓発や、対応マニュアルの作成などが取組

強化されていることから、本市においても、他市の

事例等を参考にしながら、カスタマーハラスメント

の基準設定や組織的な対応、職員のメンタルケアな

どを行い、対応した職員を孤立させないよう、カス

タマーハラスメント対策に取り組んでまいりたいと

思っております。 

○５番（吉留良三君） 今、職場改善を含めて申し

上げましたが、いずれにしても、この10年間の反省

の上に、政府も今やれと、やってほしい自治体を手

始めに改善して、若者・女性を地方にという思いが

ありますので、ぜひこのことをさらに進めていただ

いて、本市でも、若者・女性が残ってくれるような

職場づくりをし、地域づくりをしてほしいというこ
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とで、この件については終わります。 

○議長（中里純人君） 吉留議員、質問の途中です

が、ここでしばらく休憩します。再開は午後３時10

分とします。 

             休憩 午後２時53分 

             ───────── 

             再開 午後３時08分 

○議長（中里純人君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

○５番（吉留良三君） 学校運営についてでありま

すが、不登校が初めて30万人を超えて、34万6,000

人強と深刻な状態になっているそうであります。 

 前回も発達特性等についてお伺いしましたが、不

登校の背景の原因の一つとして、発達特性や発達障

がいがあると言われます。 

 不登校を生まない学校づくりに向けて、発達特性

への対応はまずどうされているか伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 発達特性への対応

についてでございます。 

 本市においても、令和５年度は、不登校児童生徒

の約５割が、この発達特性が見られる子どもたちで

ございます。 

 発達特性や発達障がいが見られる児童生徒は、そ

の特性や障がいに応じて、特別支援学校への通学、

また、各学校での特別支援学級への入級、そして通

級での学習支援、そのほかにも、各学級内での特別

支援教育支援員の配置、そういったことで、一人ひ

とり丁寧に対応しているところでございます。 

○５番（吉留良三君） 不登校への対応という意味

でいうとどうでしょう。 

○学校教育課長（西村喜一君） 不登校への対応に

ついてでございますが、本市の不登校児童生徒の状

況と支援についてです。 

 本市の不登校児童生徒数は、令和２年度以降、毎

年10名程度増えており、令和５年度は84名でした。

令和６年度の１月末現在ですが、不登校児童生徒数

は80名となっております。中学校においては、昨年

度と比べると６人少ない状況であって、やや改善傾

向にあります。 

 発達特性があるなしに関わらず、不登校の対策と

しましては、これまでも、教育支援センターとかス

クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、

そして不登校の未然防止を目的とした中学校への心

の教育相談員の配置、保護者を対象とした心の架け

橋相談事業、そして各学校の生徒指導委員会等での

学校教育専門医の指導助言などを行っているところ

でございます。 

 今年度、新たに串木野中学校に校内支援教室を設

置して、心の教育相談員の１名を常時配置し、別室

登校の生徒への対応など、一人ひとりの実態に応じ

た学習支援を含む居場所づくりとして、効果的な活

用を行っているところでございます。 

 これまでの様々な取組によりまして、前年度、80

日以上欠席していた生徒が、今年度、欠席日数がゼ

ロになった子どももいますし、教育支援センターで

学習に取り組んでいた子どもが、２学期以降、毎日

学校に登校できるようになっている子どももおりま

す。こういったことで支援や対策の成果が現れてき

ているのではないかと思います。 

 不登校の要因については、先ほどの特性もありま

すが、様々な要因がありまして、多岐にわたってお

ります。一朝一夕では解消は難しい問題でございま

すが、今後も、児童生徒の社会的自立を目指して、

多面的に支援を進めるとともに、新たな不登校を生

まないということ、誰もが安心して学べる魅力ある

学校づくり、これを推進していきたいと思います。 

○５番（吉留良三君） 不登校のない学校づくりに

ついては、今言われたのが、ＣＯＣＯＬＯプランに

基づく対応をされていると思うんですけれど、いず

れにしても、行き場の見つからない子どもたちに、

居場所、学びの場を届けることが喫緊の課題だと思

います。 

 そうした中で、今、様々資料等を見てみますと、

中央教育審議会の資料では、多様な子どもが学びを

自己調整し、教材や方法を選択できる柔軟な教育課

程の在り方に触れています。柔軟な学びの選択につ

いて、実はゆうべ、ＮＨＫで、日置小学校が何か実

践していますかね。知りません。何かこの柔軟な教

育課程みたいなことをちょっと見ただけなんですけ

れど、選択についてどういうことか、そしてどう思
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っていらっしゃるか伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 児童生徒の、まず

は居場所づくり、学びの場の確保についてでござい

ますが、先ほど述べましたように、教育支援センタ

ーでありましたり、校内支援教室、この辺を設置し

まして、対応しているところでございます。 

 今、議員がおっしゃられた、多様な子どもが学び

を自己調整して、そして教材や方法を選択できる柔

軟な教育課程の在り方についてでありますが、現在、

学校では、学習者主体の学びというのを推進してお

りまして、個別最適な学びとみんなでやる協働的な

学び、これの一体化を目指して展開する授業の改善

を行っているところでございます。 

 この個別最適な学びというのは、これまでの個に

応じた指導という指導者目線の指導ではなく、学習

者視線の指導、つまり、児童生徒の視点から行う学

習の在り方です。先ほどおっしゃられました選択で

きるというところも含めてですね。 

 また、最近では、自由進度学習というのも取り入

れておりまして、これは子どもたちが自分で問いを

立てて、そしてそれぞれの方法で、それぞれのペー

スで解決していくという、そういった学習方法であ

ります。 

 一斉の学習だけではなく、様々な方法で学習のほ

うが進められているということになります。 

○５番（吉留良三君） 今言われたのは、一般的に、

同じ教材で同じ課題で、一斉に学ぶことが授業づく

りの中核だろうけれど、それだけじゃなくて、一人

ひとりの個性に合わせた授業づくりもしていると言

われた。そういうことですかね。 

○学校教育課長（西村喜一君） 今申し上げました

のは、通常学級でも行われていますし、特別支援学

級でも行われていますが、特別支援学級につきまし

ては、通常の学級の子どもたちとはまた違った教育

課程も編成し、その子の実態やペースに合わせた計

画を立てて実践しております。 

○５番（吉留良三君） 昔はと言いますか、不登校

は、俗に言うサボりとか家庭環境だったというふう

に思いますが、今、発達に特性があり、集団になじ

めない子や、大きな音や声に敏感で集団に入れない

子、先生に不信感があったり怖かったりする子など、

現場は様々だと思うんですが、今言われたのは、そ

ういう子たちを含めた、個性に応じた柔軟な教育の

一環としてやっているということですよね。 

○学校教育課長（西村喜一君） 今、議員がおっし

ゃられたように、特性を持った子どもたちの中には、

音による刺激に非常に敏感な子どもだったり、周り

の集団生活になじめない子ども、人とのペースを合

わせられない子ども、様々おります。 

 そういう子どもたちにつきましては、特別支援学

級というところに入級して、先ほども申し上げまし

たように、それぞれの個性に合った教育計画を立て

て、指導しているということになります。 

 その中で、少人数による指導であったりとか、静

かな教室環境、そういったところでも指導するとい

うことで、個に応じた柔軟な対応をしているという

ことでございます。 

 また、それでも学級に入れない児童生徒もいます。

そういった子どもたちにつきましては、校内支援教

室であったり教育相談室、そういったところの別室

での登校を促して、そしてそこで対応しているとい

うことでございます。 

○５番（吉留良三君） 実はまた、今の中央教育審

議会の審議事項の中に、「教師の余白」という書き

方がされていまして、教師の余白を生み、教師の力

量を高め、人権感覚を磨き、子どもと考え合い伸び

ていくには、まさに余白が必須で、困り感のある子

どもたちを１人も取り残さないことが大事じゃない

かと。教師にも子どもにも余白を求められる、そう

いう書き方を最近よく見ます。中央教育審議会の審

議事項の中にも書いてあると書いていました。 

 これについてはいかがでしょう。 

○学校教育課長（西村喜一君） 今おっしゃられた

のは、12月に示された文部科学省の諮問についてだ

というふうに思いますが、その中では、柔軟な教育

課程の編成をするために、特例校制度、こういうの

をどう活用するか、そして授業時数をどうするか、

そして、何年生で何を学ばせるかとか、あと１単位

時間、今45分と50分という設定になっていますが、

それをどのようにするか、また、年間の最低の授業
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時数、または最低の事業週数、その辺をどう示すか、

それらについてどのように考えますかということで、

中央教育審議会に諮問しているということでござい

ます。 

 そして、それが教師にそれぞれ余白を産んで、結

果として、授業の質の向上の助けになるのではない

かということ、このことについて、中央教育審議会

に対してどのように考えますかということで図って

いるところでありますので、今後、中央教育審議会

から答申が出されるというふうに思いますから、そ

れを受けて、文部科学省からまた各県に通知が出さ

れて、こちらのほうにもくるというふうに思います

ので、それを受けながら、今後の教育課程の編成の

在り方について、本市でも考えていきたいと思って

おります。 

○５番（吉留良三君） この教師の余白ということ

では、現場の教員から聞いたんですけれど、やっぱ

り教師がしっかりと余裕を持って勉強して高めて、

一人ひとりの子どもたちにどう接して、人権感覚を

育てていくか。そのためにもやっぱり教師に余白が

ないと、不登校の子どもたちはよく見ているつもり

だけれど、例えば忙しかったりして、目が届かない

ときもあるということを言っていました。だから、

そういう意味でいうと、これは本当に大事な観点な

のかなあと思っているところです。 

 最後に、教育長、お聞きしたいんですが、今申し

上げました柔軟な教育課程、それから個性に応じた

対応、それから余白、そういうことと、それから、

学校離れが、不登校が34万人ということは、カリキ

ュラムオーバーで、子どもたちに、実態に合わなく

なっているんじゃないかという書き方をされて、そ

うだと私も思ったんですが、それと、若者の死因が、

日本は、大体10代から30代ぐらいまでかな、トップ

なんですよね。子どもたちの自殺が。死因の１位が

自殺。日本の子どもたちは、死因のトップが自殺。

先進国では日本だけだそうです。 

 これも、だから、学校が面白くないとか、そうい

う観点が、そういうことがあって、不登校になった

りとかそういうことになっていて、申し上げました

柔軟な教育課程とか、そういう個別の対応とか、そ

の辺が大事なときじゃないのかなと素人なりに思う

んですが、いかがでしょう。 

○教育長（相良一洋君） 今、不登校の問題からい

ろいろ波及しているようですけれども、全国的なレ

ベルで不登校が増加傾向にあるということは、もう

否めない事実だろうと思います。 

 本市も、特別支援学級のカリキュラム、通常学級

のカリキュラム、そして個別最適なカリキュラム、

一人ひとりに合った個別指導と、いろんなそういう

ものに対応しながら、そして、教師が疲弊しないよ

うに、やはり、そこには今、余白ということをお話

をされておりますけれど、一つの弾力的なゆとりを

持ちながら教育課程を編成するというようなことは

必要かと思います。 

 教育課程のカリキュラムの中では、授業を推進す

る実時数というのがあります。これだけ授業をしな

さいというようなこと、そして、今、１単位時間が

小学校の場合45分、中学校の場合は50分という、こ

ういう分で刻まれておりますけれども、こういうも

のを弾力的に、仮に５分間短くして40分で、仮に小

学校を編成して、時数の調整を図っていくという、

そういうことが、特別に教育課程編成をしていくか

というようなこと、いろいろそういうことは、今後、

考えられるところではありますけれども、在校時間

の問題、始業の問題、終業の問題、いろいろ１日の

日程スケジュールに合わせながら、１週間のカリキ

ュラム、そして、年間の授業時数との絡みの中で調

整を図っていかないといけない。そういうことにな

ろうかなと思うところです。 

 やはり、いろんな学校における、オーバーカリキ

ュラムという話もされましたけれども、教育課程編

成が多重にわたって、多岐にわたって、子どもたち

の負担過重になっていないかということも大きなこ

とになろうかなと思います。 

 そして、授業の進展について行けない子ども、そ

して不登校の子どもたちが、またなおさら学校に出

てこない分、授業が遅れて分からない、学校が楽し

くない、行けないことがまた一つの不安になり、一

つのいろんな要素になっているのかなということは、

実際に感じております。 
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 ですので、やはり、学校への校長への指導として

は、学校の実態、子どもたちの実態をしっかりつか

んで、またカリキュラムを編成をしないといけない

というようなこと、教育課程の編成、または１日の

カリキュラム、こういう流れについては、校長の権

限で、これはできます。職員といろいろと相談をし

ながら、教育課程の編成をしていくということが大

きなまた狙いになっていくし、学校の特性、特徴、

特色を表す大きな課題でもあると捉えております。 

○５番（吉留良三君） 時間がなくなりましたので、

また様々な議論を続けさせていただくことで、次に

入りたいと思います。 

 このように様々な課題を抱えた学校の現状であり

ますが、当面、中学校統合に向けた体制づくりが進

められていると思うんですが、小学校について、ど

のような進め方を考えておられるのか、現時点での

考え方を教えてください。 

○市長（中屋謙治君） 中学校ではなくて小学校の

再編ということですね。 

 現在、第一次の再編ということで、中学校のほう、

来年４月、あと１年ということで準備を進めている

ところでございます。 

 午前中からありますように、本市の出生数、極端

に、急激に少なくなってきております。令和５年、

６年ともに、出生数が103人ということであります。

これ10年前の半分以下という、大変厳しい状況であ

ります。 

 令和７年度、来年度の児童数を見てみますという

と、小学校市内８校ですが、５校が、五つの学校が

１学年15人未満という、１学年15人未満の学級が、

学年がある、こういう学校が８校のうち５校。中で

も、１学年５人未満、５人にも満たないという学年

がある学校が８分の４ですので、半分は、１学年５

人満たないという。これ男女分けますというと、２

人か１人かという、そういう厳しい状況であります。 

 私は、学校というのは、それぞれ、先ほど教育長、

答弁いたしておりますが、捉え方によっては、大人

になるための必要な知識を学ぶ場所、これが学校だ

ろうと。大人になるための必要な知識を学ぶ場所、

これが学校だとすれば、社会に出たときに、様々な

人間関係の中で生きていく、この能力、その経験を

する、これが学校であろうというふうに思います。 

 そういった意味で、学校では、勉強だけではなく

て、社会性、協調性、そういったものを涵養し、人

が人として生涯にわたって生きていく、このことを

集団生活の中で学び、切磋琢磨していく。こういう

場所であろうと思います。 

 そうしたときに、先ほど申し上げたように、１学

年５人満たない、男女でいきますというと、ひょっ

とするというと、例えば女の子が１人とか男の子が

１人とか、こういう学年というのは、８分の４、小

学校８校のうち半分はそういうことだという。 

 こういうことを考え合わせますというと、やはり

望ましい教育環境という観点から、小学校も、この

状況が続けば再編せざるを得ないなと。こういう状

況がすぐすぐ来るであろうというふうに思っており

ます。 

 そういうことで、望ましい子どもたちの教育環境、

このことを最大限考えながら、保護者であったり、

あるいは地域の皆さん方の意見もお聞きしながら、

どういう形で再編をするのかという、このことを考

えていかなければならないと、こういうふうに思っ

ております。 

○５番（吉留良三君） 現状をお聞きしました。

様々な課題がありますが、様々な、長期的に、総合

的な観点からどうするんだという議論がまた必要か

というふうに思っていますので、また議論を深めて

いければと思います。教育の観点からとか地域の観

点から、様々な観点からですね。 

 ということで、次に行かせていただきます。最後

です。 

 学校跡地の有効活用と地域の活性化についてであ

ります。 

 様々取り組まれてきていると思いますが、先進地

にも学びながら、地域との連携で、住民とともに新

たな視点で考えていく必要があるんじゃないかと考

えます。 

 まず、現時点での冠岳小跡地の利活用の現状はど

うか、お願いします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 冠岳小学校跡地の
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利活用の現状等についてであります。 

 今年度から、企画政策課を担当部署としまして、

全庁的に取り組むため、公共施設跡地等利活用検討

会を設置し、サウンディング型市場調査による民間

事業者のニーズ等を踏まえ、活用条件や市の支援策

等を検討し、昨年10月に広く公募したところであり

ます。 

 その結果、合同会社心楽動から申込みがありまし

て、スポーツ、娯楽施設のサービス事業と障がい福

祉サービス事業などの提案がなされたところであり

ます。 

 審査の選定に当たりましては、今年１月から２月

にかけまして、提案内容や資金計画、運営計画など

に加えまして、財務状況等について、慎重に審査・

検討を行ったところであります。 

 提案された内容につきましては、本市の課題解決

や地域の活性化に寄与するものであること、資金面

においても懸念される部分が少ないこと、長期的に

安定的な運営が見込めると判断し、先月末に、合同

会社心楽動を優先交渉権者として決定したところで

あります。 

 今後につきましては、仮契約に向けた詳細な協議

を行うとともに、地区に具体的な説明を行ってまい

りたいと考えております。 

○５番（吉留良三君） 現状をお聞きしました。 

 次にいきます。 

 まだ来年の３月末ですので、中学校の再編をにら

んだ土地活用というのはほとんど進んでないと思う

んですが、何か現時点での進め方とか、要望とか、

提案とかあれば、お聞きします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 閉校する３中学校

の跡地活用の考え方などについてであります。 

 中学校跡地につきましては、広大な土地であるこ

とから、様々な活用が想定されるものと考えており

ます。 

 今年度、閉校される３中学校につきましては、そ

れぞれ立地条件や施設の状況は異なっておりますの

で、それぞれの中学校の施設の規模、老朽化の状況、

市民等の利用状況などに加えまして、国庫補助金、

法令上の制限など、必要な情報収集を行っていると

ころであります。 

 これらの調査結果を踏まえまして、令和７年度か

ら、公共施設跡地等利活用検討会において、市の全

体の将来を見据え、地域活性化や住民ニーズなど

様々な観点から検討することとしております。 

○５番（吉留良三君） 今後の跡地活用の視点で１

点、参考までに申し上げておきたいと思うんですけ

れど、姶良町の蒲生の新留小学校が2007年に閉校し、

実は来年４月から、新しく私立の小学校が再開され

ようとしています。 

 ここは、学びの場を軸に、地域のコミュニティと

経済の再生を目指して準備が進んでいるということ

です。 

 具体的に、私、注目しているのは、活動の柱が食

なんです。近隣の生産者と連携した給食、町に開か

れたランチルーム、図書館など、地域の人たちとと

もに学びの場を、学びの関係をつくって、地域の農

業との連携をやりながら、子どもたちもそれに関わ

ったりしながら、2007年の廃校の跡につくろうとし

ている。 

 そこの、私は一つのポイントはやっぱり、地域の

人たちと結んでいる、とりわけ食で結んでいる。給

食に地域の野菜を入れるとかということだと思うん

です。それから、地域に食堂を開く、開放する。そ

ういうことを含めて、こういうふうに、ただ学校を

どうこうするんじゃなくて、地域をどうこうするん

じゃなくて、様々な観点で、一つの視点として、こ

れは参考にできる取組に、私はなっていくと思いま

す。 

 これについて、ぜひ今後、経過を見守っていただ

きたいと思うんですが、現時点で何か感想があれば

お願いします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 先ほど答弁いたし

ましたように、今年度、現況調査を行っております。

来年度につきまして、先ほど答弁いたしましたよう

に、市の全体像とかそういう部分と併せて、地域活

性化、そういう部分を幅広く検討する形をしており

ます。 

 その中で、議員お説の事例を含めて、他市の事例

なども参考にしながら、検討してまいりたいと考え
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ております。 

○５番（吉留良三君） 終わりますが、とにかく総

合的な長期的な視点、様々な観点から幅広く検討し

て、守っていっていただきたいと思います。 

○議長（中里純人君） 以上で本日の日程は終了し

ました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（中里純人君） 本日はこれで散会します。 

 

         散会 午後３時37分 

 


